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は じ め に 

 

 本県では，令和３年３月に消費者行政の総合計画となる第４期「鹿児島県消費者

基本計画」を策定し，県民の皆様の消費生活の安定・向上のために，消費者教育の

推進や消費生活相談体制の充実・強化などの施策を計画的に進めてきました。 

 

高齢化やデジタル化の進展等により社会状況が大きく変化する中，インターネッ

トを利用したメディアの多様化，事業者による商品・サービスの広告や提供の方法

など，消費者を取り巻く環境はこの５年間で急速に変化しており，それにより消費

者に多くの利益がもたらされる一方で，新たな課題も顕在化し，消費者トラブルは

複雑化・多様化しています。 

     

 国におきましては，デジタル技術の飛躍や社会構造の変化等に伴う消費者の取引

環境の急激な変化を踏まえ，消費者基本法に定める基本理念を尊重しつつ，消費者

政策の価値規範に関する考え方の転換（パラダイムシフト）を図るとともに，施策

への反映を通じて具現化を目指すため，令和７年３月に，同法に基づく消費者基本

計画が策定されました。 

 

  県におきましては，このような国の動向や，消費者を取り巻く環境の変化，第４

期「鹿児島県消費者基本計画」の成果などを踏まえ，令和８年度から令和12年度

までの５年間を計画期間とする，第5期「鹿児島県消費者基本計画」を策定しまし

た。 

 

  この計画では，「消費者の権利の尊重」，「消費者の自立の支援」及び「消費生

活における環境への配慮」を踏まえた消費者施策の推進による，安心・安全で豊か

に暮らすことができる持続可能な社会の実現を基本理念として，「全ての消費者に

おけるライフステージに応じた体系的・継続的な消費者教育等の推進」，「配慮

を要する消費者に係る消費者トラブルの未然防止とその救済」，「どこに住んでい

ても質の高い相談を受けられる体制の充実」など，六つの消費者施策の展開方向ご

とに取組の内容を掲げています。 

 

  県としましては，県民の皆様や関係機関・団体と連携を図りながら，計画を着実

に推進し，県民の皆様の消費生活の安定及び向上に努めてまいりますので，皆様の

一層の御理解・御協力を賜りますよう，お願い申し上げます。 

 

  結びに，計画の策定に当たり，精力的に御審議いただきました鹿児島県生活安定

審議会委員をはじめ，貴重な御意見を頂きました皆様に，心から御礼申し上げます。 

 

 令和８年３月 

鹿児島県知事 塩田 康一 
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第１章 計画策定に当たって 

 

１ 計画策定の趣旨        

 

県では，消費者基本計画を策定し，消費者教育の推進や消費生活相談体制の充実

・強化など，県民の消費生活の安定及び向上のための施策を計画的に進めていると

ころです。 

 

高齢化やデジタル化の進展等により社会状況が大きく変化する中，インターネッ

トを利用したメディアの多様化や事業者による商品・サービスの広告や提供の方法

など，消費者を取り巻く環境はこの５年間で急速に変化しており，それにより消費

者に多くの利益がもたらされる一方で，新たな課題も顕在化し，消費者トラブルは

複雑化・多様化しています。 

 

国では，デジタル技術の飛躍や社会構造の変化等に伴う消費者の取引環境の急激

な変化を踏まえ，消費者基本法に定める基本理念を尊重しつつ，消費者政策の価値

規範に関する考え方の転換（パラダイムシフト）を図るとともに，施策への反映を

通じて具現化を目指すため，令和７年３月に，同法に基づく消費者基本計画（計画

期間：令和７年度から令和 11 年度まで）が策定されたところです。 

 

本県では，これらの状況を踏まえ，第４期「鹿児島県消費者基本計画」が令和７

年度末をもって終了することから，消費者行政を総合的かつ計画的に推進するため

に，第５期「鹿児島県消費者基本計画」を策定することにしました。 

 

２ 計画の位置づけ 

 

(１) 本計画の目的は，鹿児島県民の消費生活の安定及び向上に関する条例第６条

の４，消費者基本法第４条，消費者安全法第４条第１項に基づき，消費者の権利

の尊重及びその自立の支援等に関する施策を総合的に推進することにありま

す。  

 

(２) また同時に，本計画は，消費者教育の推進に関する法律第 10 条第１項に基

づく「消費者教育推進計画」及び食品ロスの削減の推進に関する法律第 12 条第

１項に基づく「食品ロス削減推進計画」として位置づけるものです。 

 

(３) さらに，本計画は，県政の基本的方向性を示した「かごしま未来創造ビジョ

ン」における「安心・安全な県民生活の実現」との整合性を図ります。 

 

３ 計画の期間 

 

本計画の計画期間は，令和８年度から令和 12 年度までの５年間とします。 
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第２章 県民の消費生活をめぐる現状と課題  

 

１ 消費者を取り巻く環境の変化  

 

(１) 消費生活に配慮を要する消費者の拡大（高齢化，高齢単独世

帯，地域コミュニティの衰退等） 

 

（現状） 

  本県の高齢化率は令和６年時点で3４.２％（全国29.３％）で，全国に先行

する形で高齢化が進行しており，令和12年には36.3％程度に達するものと

見込まれています。（※） 

   

  県に寄せられる60歳以上の高齢者の消費生活相談件数の割合は，増加傾向

にあり，令和６年度は全相談件数の約45％となっています。 

  

  一般世帯総数に占める単独世帯の割合（令和２年国勢調査）は38.9％（全

国38.1％）で，年々増加しています。 

  また，高齢単独世帯の割合は16.4％（全国12.0％）となっています。 

 

このような中，地域コミュニティの衰退等により，地域のつながりが希薄

となった消費者がトラブルに巻き込まれた場合には，相談ができずに一人で

抱え込んでしまい，消費者トラブルの更なる増加や深刻化を招くことが懸念

されます。 

 

また，デジタル技術の飛躍や社会構造の変化等に伴う消費者の取引環境の

急激な変化を踏まえ，考え方の転換（パラダイムシフト）を図り，全ての消

費者が有する多様な「消費者の脆弱性」に着目する必要があります。 

 

一部の「脆弱な消費者」に例外的に着目すればよいわけではなく，認知機

能の低下等による「配慮を要する消費者」は多様な消費者の脆弱性の一類型

に過ぎません。 

 

消費者の多様化等を踏まえたきめ細やかな対応や消費者市民社会１の一員

としての行動を促進していくことが求められています。 

 

 ◇ 「令和６年度消費者教育等に関する意識調査2」結果より 

  ＜消費者教育関係＞ 

・ 消費者教育を「受けたことがない」人が51.9%で，受講機会の場は

「小・中学校，高等学校の授業」が最多となっています。（なお，事業

者における従業員への消費者教育の実施状況は25.7%） 

・ また，成年年齢引下げに伴う消費者教育が不十分と認識している人

は67.7%にのぼります。（なお，高等学校等の教育機関においても半

数以上が不十分と認識） 
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＜消費者トラブル関係＞ 

・ 消費者トラブルの経験者は15.5%（20代以上の各年代で１割以上が

経験）となっており，トラブルのきっかけは，インターネット通販が

最多となっています。 

・ また，トラブルを経験しても，34.9%の方が誰にも相談していませ

ん。 

 

＜消費者ホットライン１８８の認知度＞ 

・ 「名前も内容も知っている」が18.8%，「名前は知っているが内容

は知らない」が46.3%，「名前も内容も知らない」が28.7%となって

います。 

 

 

  ※（出典） 

● 本県の高齢化率及び世帯割合：総務省「人口推計（令和６年 10 月１日現在）」（令和 7 年 4

月 14 日公表） 

● 令和 12 年の高齢化率の予測：「日本の地域別将来推計人口 令和５年推計」（国立社会保障・

人口問題研究所） 

 

（課題） 

消費生活に配慮を要する消費者の拡大が見込まれますが，日常生活や社会

生活における影響や程度は個々により異なるほか，外見からは判断しづらく，

支援のニーズも多様であり，きめ細かな支援が必要となります。 

全ての消費者が，年齢や配慮を要する程度等に関わりなく，安心・安全な

消費行動を取ることができるための支援の在り方が課題となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 消費者市民社会とは，消費者の社会的役割や消費者教育推進の在り方を考える際の共通概念であ

り，「消費者が，個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ，自らの消費生活

に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし

得るものであることを自覚して，公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会」（消費

者教育の推進に関する法律第２条第２項）のこと。 

２ 消費者教育等に関する意識調査とは，県民や県内事業者・教育機関の消費者教育や消費者トラブ

ルの現状・課題等に対する意識を把握するために令和 6 年 10 月に実施した調査。（Ｐ29～38 参

照）   
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(２) 消費生活におけるデジタル技術の浸透（年代を問わず日常利

用，全ての消費者にトラブルのリスク） 

 

（現状） 

   本県の令和6年度における通信利用状況（個人）は，モバイル端末（携帯電

話及びスマートフォンを含む。）の保有率が84%（スマートフォンは75.8%）

となっています。（※１） 

 

  インターネット利用率は80.O%であり，インターネットでSNS（ソーシャ

ルネットワーキングシステム）を利用した人の割合は前年より増加し，全体

で75.1%となっており，インターネットやSNSの利用が日常的なものとなり

つつあります。（※１） 

 

  また，令和６年の我が国の消費者向けインターネット取引（電子商取引，

国内BtoC－EC）市場規模は26.1兆円（前年24.8兆円，前々年22.7兆円）

に拡大しています。（※２） 

 

  デジタル化の進展は，消費者が様々な情報を手軽に入手することを可能に

するのみならず，時間や場所が制約されないインターネット取引の普及や決

済サービスの多様化等により，消費者の利便性や生活の質の向上に大きく寄

与しています。 

 

  ただ，その一方で，情報量の膨大さ，商品・サービスや取引・決済手段の

選択肢の過多等により，取引環境が複雑化・多様化し，消費者が年齢や教育

水準，経済状況等に関わりなく，消費者トラブルに遭う可能性が高くなるこ

とが懸念されます。 

 

  また，投資家や著名人になりすましたSNS上の「偽広告」等を通じた投資

詐欺など，技術の悪用により，犯罪の手口が多様化・巧妙化することも懸念

されます。 

 

 ◇ 「令和６年度消費者教育等に関する意識調査」結果より 

  ＜デジタル関係＞ 

・ インターネットやスマートフォンをよく利用している人が63.8%

で，支払形態では「クレジットカード」利用が53.2%で，次いで「ス

マホ決済１」が38.1%となっています。 

・ 消費者トラブルの経験者におけるトラブルのきっかけは，「インタ

ーネットでの通信販売の利用」が49.4%で最多となっています。 

      

 

※（出典） 

１ 総務省「令和 6 年通信利用動向調査（世帯編）令和 6 年統計表一覧（世帯構成員編）」（令和７

年５月３０日公表） 

２ 経済産業省「令和６年度電子商取引に関する市場調査」（令和７年８月 2６日公表） 
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（課題） 

デジタル社会においては，全ての消費者が消費者トラブルのリスクにさら

されていることを念頭に，いかに消費者トラブルの予防・解決を図るかが課

題となります。 

 

 

■インターネット利用状況（全国，個人，年代別） 

 
（ 出 典 ）  総 務 省 「 令 和 6 年 通 信 利 用 動 向 調 査 （ 世 帯 編 ） 令 和 6 年 統 計 表 一 覧 （ 世 帯 構 成

員 編 ） 」 （ 令 和 ７ 年 ５ 月 ３ ０ 日 公 表 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ スマホ決済とは，スマートフォンにクレジットカード，電子マネー，銀行口座などを登録し支

払う決済手段のこと。 
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(３) 消費生活のグローバル化の進展 

 

（現状） 

    デジタル取引は，時間と場所が制約されないため，デジタル技術の飛躍に

伴い，インターネットを経由した海外事業者との取引がより身近なものとな

っています。日本における国境を越えた消費者向け電子商取引（越境BtoC-

EC)に関する市場規模（対米国・中国）の推計値は，令和６年度において 

4,410億円であり，この５年間で約1.4倍の伸びとなっています。（※１） 

 

  このような中，国民生活センター越境消費者センター１（CCJ:Cross-bor

der Consumercenter Japan）に寄せられた相談件数は，令和2年度以降，

年間5,000件前後で推移していましたが，令和５年度は6,371件でCCJ開設

以降最多となり，CCJのチャットボットへのアクセス数は7,707件でこの5

年間で約3.3倍の増加となりました。令和６年度は，相談件数6,005件，チャ

ットボットへのアクセス数7,586件といずれも前年より減少しましたが，依

然として高い水準となっています。（※２） 

 

  また，訪日外国人旅行者数は，コロナ禍を経て令和5年には約2,507万人

まで回復し，令和6年には約3,687万人とコロナ禍前の令和元年を超えまし

た。さらに令和７年には約4,268万人となり，年間過去最高を更新し（※3），

在留外国人数についても令和6年末には376万8,977人（前年末比35万

7,985人 10.5%増）で過去最高を更新しています。（※4） 

 

 

※（出典） 

１ 経済産業省「令和６年度電子商取引に関する市場調査」（令和７年８月 2６日公表） 

２ 国民生活センター「2024 年度越境消費者相談の状況－越境消費者センター（CCJ）より」（令

和７年８月６日公表）  

３ 日本政府観光局（JNTO）「訪日外客統計（年別 訪日外客数，出国日本人数の推移）」（令和７

年 1 月 15 日，同年３月 19 日，令和８年１月 21 日公表） 

４  出入国在留管理庁「令和 6 年末現在における在留外国人数について」（令和 7 年 3 月 14 日公

表） 

 

（課題） 

デジタル取引の特性を踏まえたサービスや規約等の内容理解の促進，また，

増加する訪日外国人等における消費者トラブルへの対応をどのように行って

いくのかが課題となります。 

 

 

 

 

 

 

 

１  国民生活センター越境消費者センターとは，海外の事業者との間での取引でトラブルにあっ

た消費者のための相談窓口のこと。運営は国民生活センター。 
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 (４) 持続可能でより良い社会の実現（食品ロス削減の取組，消

費者と事業者の協働など） 

 

（現状） 

    平成27年9月，国連サミットにおいてSDGｓ（Sustainable Developm

ent Goals：持続可能な開発目標）が全会一致で採択されました。SDGｓ

は，「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の中で掲げられ，令和

12年を達成年限とした17の目標から構成された，誰一人取り残さない持

続可能でより良い社会の実現を目指す世界共通目標です。 

 

  大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会から転換し，再生可能な資

源の利用を促進し，ストックを有効活用しながら，サービス化等を通じて

資源・製品の価値を回復，維持又は付加することによる価値の最大化を目

指す「循環経済」への移行は，資源消費を最小化し廃棄物の発生抑制や環

境負荷の低減等を実現する有効な手段とされています。 

 

  また，環境や資源に配慮したより良い消費行動及び事業活動は，「循環

経済」の実現のための重要な取組の一つであると同時に，消費者市民社会 １

の形成にも貢献するものです。 

 

  SDGｓの17の目標の中でも，「SDGｓ12：つくる責任，つかう責任

（持続可能な消費と生産）」は，特に消費者政策との関連が強く，「持続

可能な開発目標（SDGｓ）実施指針」において，生産と消費は密接不可分

であり，共に推進される必要があるとされていることから，消費者と事業

者が連携した取組が重要となります。 

 

 ◇ 「令和６年度消費者教育等に関する意識調査」結果より 

  ＜食品ロス・エシカル消費２関係＞ 

・ 食品ロス問題の認知度は約90%と高いものの，食品ロス問題を認知

して削減に取り組む人は71.7%となっています。 

・ エシカル消費２の認知度は「言葉は知っているが内容を知らない」を

含めても25.1%と低くなっており，エシカル消費２を心がけていない

理由として「参加方法が分からない」が34.8%，「どれがエシカル消

費２につながる商品やサービスか分からない」が28.3%となっていま

す。 

 

＜消費者志向経営３関係＞ 

・ 消費者志向経営３の認知度は低く「言葉は知っているが内容は知らな

い」を含めても42.9%，「言葉と内容のどちらも知らない」が55.4%

で最多となっています。 

・ 「消費者志向自主宣言」（消費者志向経営３を行うことを自主的に宣

言すること）を行っている事業者は13.3%，行う予定がない事業者が

53.3%で最多となっています。 
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（課題） 

SDGｓにつながる食品ロス削減・エシカル消費２及び消費者志向経営３に関

する認知度と理解の向上を図ることや，消費者や事業者（農林漁業者，食品

関連事業者以外の事業者を含む）などサプライチェーン全体における取組の

促進が課題となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 消費者市民社会とは，消費者の社会的役割や消費者教育推進の在り方を考える際の共通概念

であり，「消費者が，個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ，自らの消

費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響

を及ぼし得るものであることを自覚して，公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する

社会」（消費者教育の推進に関する法律第２条第２項）のこと。 

２ エシカル消費（ethical=倫理的な・道徳的な）とは，地域の活性化や雇用などを含む，人・社

会・地域・環境に配慮した消費行動のこと。（Ｐ65参照） 

３ 消費者志向経営とは，消費者と共創・協働して社会価値を向上させる経営のこと。 
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 (５) 緊急時における消費行動の変化（不確かな情報の拡散や不

確かな情報に影響を受けた消費行動など） 

 

（現状） 

    我が国は，その地形や気象などの自然的条件により，これまで多くの自然

災害を経験してきていますが，近年，地震や豪雨をはじめとする災害の激甚

化・頻発化により，被害が甚大化しています。 

 

  地震や豪雨等による自然災害の発生時には，被災者の心理につけ込んだ保

険金請求代行，自宅屋根や設備等の悪質な補修工事など，災害に便乗した悪

質商法が発生する傾向にあります。 

 

    令和２年1月以降，新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い，マスクやアル

コール消毒製品などが一時的に品薄となる中で，不確かな情報に影響を受け

て買いだめを行うといった消費行動や，インターネット上において高額転売

する行為が見られるなど，消費者の暮らしに大きな影響を与えました。 

   

 

（課題） 

災害その他の非常の事態においても，消費者が合理的に行動することがで

きるよう，非常の事態における消費生活に関する知識と理解を深めるための

消費者教育が必要となります。 

また，不確かな情報の拡散や不確かな情報に影響を受けて物資の買いだめ

を行うといった消費行動への注意喚起，適切な意見の伝え方等，消費者とし

てよりふさわしい行動ができるような情報提供の在り方が課題となります。 
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２ 複雑化・多様化及び高度化する消費者問題  

 

 (１) 県における消費生活相談の状況 

 

（現状） 

鹿児島県消費生活センター（以下「県消費生活センター」という。）及び

大島消費生活相談所に寄せられた相談件数は，令和３年度以降，概ね横ばい

傾向にあり，令和６年度は4,375件となっています。 

その一方，市町村が受け付けた相談件数は増加傾向にあり，令和６年度の

県全体に占める割合は70％を超え，身近な消費生活相談窓口の利用が拡大し

ています。 

 

相談内容は，通信販売に関するものが最も多く，特に，化粧品・健康食品

等の定期購入に関する相談が増加しているほか，代引き配達，返金手続きを

装い，逆に送金させる返金詐欺の相談も寄せられています。また，副業や投

資のサポートに関する相談も高水準で推移しており，いずれもSNSの広告が

きっかけとなるなど，SNSが関係するケースが増加しています。幅広い年齢

層でスマートフォンやSNSが利用されていることから，思わぬ消費者トラブ

ルに巻き込まれる機会が増えています。 

このほか，不審な電話・メールや光回線サービスの電話勧誘に関する相談

なども増加しています。 

  

 

（課題） 

デジタル化の進展や決済手段の多様化，詐欺的な手口の続発などに対応し，

事業者と対等な立場で交渉することが困難な消費者の利益を擁護するため，

相談機能のさらなる充実・強化を図る必要があります。 

あわせて，消費者が自主的かつ合理的な判断を行うために，消費者トラブ

ル等の迅速な情報提供を行うとともに，消費者教育の推進や認知症等の高齢

者，障害者等の見守りが重要となっています。 

また，事業者の適正な事業活動の遂行のため，法令の適正な執行を図る必

要があります。 
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■県及び市町村の消費生活相談件数の推移 

 

 

 

※ 市町村相談件数は消費者行政推進室調べ 

 

年度

相談先

県相談件数 4,179 4,259 4,354 4,375

市町村相談件数 9,230 9,697 9,851 10,888

合計 13,409 13,956 14,205 15,263
市町村受付割合（％） 68.8% 69.5% 69.3% 71.3%

（単位：件）

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

相談件数（件） （受付割合） 

（年度） 
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■相談件数の多い商品・役務（当事者年代別）（上位３位，県受付分）（単位：件，％） 

 
 

※ 相 談 件 数 は ，相 談 の 主 体 と な る 商 品・役 務（ サ ー ビ ス ）を 国 民 生 活 セ ン タ ー の 定 め た マ

ニ ュ ア ル に 従 っ て 分 類 ・ 集 計 し た も の 。  

    

※  「 商 品 一 般 」は 商 品 の 相 談 で あ る こ と が 明 確 で あ る が ，分 類 を 特 定 で き な い 又 は 特 定 す

る 必 要 の な い も の 。 身 に 覚 え の な い 請 求 に 関 す る 相 談 を 含 む 。  

 

 ※  商 品・役 務 名 の「 他 の 」又 は「 そ の 他 」は ，あ ら か じ め 設 定 さ れ た 具 体 的 な 分 類 に 当 て

は ま ら な い も の で ， 主 な 内 容 は 以 下 の と お り 。  

・  「 他 の 健 康 食 品 」 は 各 種 サ プ リ メ ン ト  

・  「 役 務 そ の 他 サ ー ビ ス 」 は 副 業 サ ポ ー ト や ビ ジ ネ ス コ ン サ ル テ ィ ン グ サ ー ビ ス  

・  「 他 の 内 職 ・ 副 業 」 は ア フ ィ リ エ イ ト ※ １ 内 職  

・   「 金 融 関 連 サ ー ビ ス そ の 他 」 は ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 入 退 会 ・ 会 費 ， 暗 号 資 産 （ 仮 想 通

貨 ） そ の も の の 購 入  

・  「 相 談 そ の 他 」 は 交 通 事 故 や 個 人 間 の 借 金 の 相 談  

 

（参考） 
※１ ア フ ィ リ エ イ ト  
    一 般 的 に は 提 携 先 の 商 品 広 告 を 自 分 の ウ ェ ブ サ イ ト 上 に 掲 載 し ，そ の 広 告 を ク リ ッ ク

し た 人 が 提 携 先 か ら 商 品 を 購 入 す る 等 し た 場 合 ， 一 定 額 の 報 酬 を 得 ら れ る と い う も の  

  

商品･役務名 件数 商品･役務名 件数
113 109

１位 インターネットゲーム 26 インターネットゲーム 30
２位 商品一般 8 他の健康食品 8
３位 脱毛エステ 7 商品一般 6

367 300
１位 脱毛エステ 33 役務その他サービス 25
２位 他の内職・副業 29 賃貸アパート 24
３位 商品一般 22 他の内職・副業 17

317 315
１位 賃貸アパート 20 賃貸アパート 26
２位 商品一般 16 商品一般 15
３位 役務その他サービス 13 役務その他サービス 14

469 476
１位 商品一般 29 商品一般 40
２位 賃貸アパート 24 他の健康食品 18
３位 他の健康食品 12 フリーローン・サラ金 18

598 581
１位 商品一般 58 商品一般 64
２位 化粧品 36 化粧品 59
３位 他の健康食品 32 他の健康食品 39

747 825
１位 商品一般 112 商品一般 110
２位 化粧品 64 化粧品 95
３位 他の健康食品 26 金融関連サービスその他 22

1,104 1,139
１位 商品一般 166 商品一般 206
２位 他の健康食品 60 他の健康食品 82
３位 相談その他 47 携帯電話サービス 33

年齢不明･団体等 － 639 － 630
－ 4,354 － 4,375合計

７０歳代

６０歳代

５０歳代

４０歳代

３０歳代

２０歳代

２０歳未満

Ｒ５ Ｒ６　　　　 　年度
年齢
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■販売形態別相談件数（県受付分）             （単位：件，％） 

 

 ※ 訪問販売の内訳は，販売方法の主なものを計上してある。 

 
（参考） 

※１ マルチ・マルチまがい取引 
  連鎖販売取引のことを指し，①商品の販売，役務（サービス）の提供を行う事業である，  
②特定利益（紹介料やバックマージン）が得られると勧誘する，③特定負担（販売組織に加 
入するために必要な負担）を伴うなどの要件を備えた取引 
 

※２ 送り付け商法（ネガティブ・オプション） 
     注文していないのに，業者が一方的に商品を送り付け，代金を請求する販売方法

区　分 Ｒ５ Ｒ６ 増　減

件　数 件　数 件　数
販売形態 構成比 構成比 増減率

1,544 1,639 95

35.5 37.5 6.2

189 192 3

4.3 4.4 1.6

販 317 372 55

7.3 8.5 17.4

23 28 5

0.5 0.6 21.7

4 3 △ 1

0.1 0.1 △ 25.0

6 5 △ 1

売 0.1 0.1 △ 16.7

39 30 △ 9

0.9 0.7 △ 23.1

2,122 2,269 147

48.7 51.9 6.9

827 762 △ 65

19.0 17.4 △ 7.9

1,405 1,344 △ 61

32.3 30.7 △ 4.3

4,354 4,375 21

100.0 100.0 0.5

 その他無店舗販売

 通信販売

 訪問販売

 電話勧誘販売

 マルチ・マルチまがい取引※１

 送り付け商法※２

（ﾈｶﾞﾃｨﾌﾞ･ｵﾌﾟｼｮﾝ）

 訪問購入

小　　計

店舗購入

不　　明

合　　計
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■SNS が関係する消費生活相談件数の推移（年齢層別，県受付分） 

 

 

■SNS が関係する消費生活相談の商品・サービス別上位件数（年齢層別・Ｒ６年度，

県受付分） 

 
 

※ 相 談 件 数 は ，相 談 の 主 体 と な る 商 品・役 務（ サ ー ビ ス ）を 国 民 生 活 セ ン タ ー の 定 め た マ

ニ ュ ア ル に 従 っ て 分 類 ・ 集 計 し た も の 。 （ 全体には，年齢が無回答の件数も含まれる。） 

 

※  「 商 品 一 般 」は 商 品 の 相 談 で あ る こ と が 明 確 で あ る が ，分 類 を 特 定 で き な い 又 は 特 定 す

る 必 要 の な い も の 。 身 に 覚 え の な い 請 求 に 関 す る 相 談 を 含 む 。  

 

※  商 品・役 務 名 の「 他 の 」又 は「 そ の 他 」は ，あ ら か じ め 設 定 さ れ た 具 体 的 な 分 類 に 当 て

は ま ら な い も の で ， 主 な 内 容 は 以 下 の と お り 。  

・  「 他 の 健 康 食 品 」 は 各 種 サ プ リ メ ン ト  

  ・  「 役 務 そ の 他 サ ー ビ ス 」 は 副 業 サ ポ ー ト や ビ ジ ネ ス コ ン サ ル テ ィ ン グ サ ー ビ ス  

・  「 他 の 内 職 ・ 副 業 」 は ア フ ィ リ エ イ ト ※ １ 内 職  

・  「 金 融 関 連 サ ー ビ ス そ の 他 」 は ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 入 退 会 ・ 会 費 ， 暗 号 資 産 （ 仮 想 通

貨 ） そ の も の の 購 入  
  ・  「 教 養 娯 楽 サ ー ビ ス そ の 他 」 は 賞 金 が も ら え る と い う 手 紙 や は が き  

 

（参考） 
※１ ア フ ィ リ エ イ ト  
    一 般 的 に は 提 携 先 の 商 品 広 告 を 自 分 の ウ ェ ブ サ イ ト 上 に 掲 載 し ，そ の 広 告 を ク リ ッ ク

し た 人 が 提 携 先 か ら 商 品 を 購 入 す る 等 し た 場 合 ， 一 定 額 の 報 酬 を 得 ら れ る と い う も の  

商品・役務名 件数 商品・役務名 件数 商品・役務名 件数 商品・役務名 件数
総件数 553 総件数 21 総件数 78 総件数 55

１位 他の健康食品 50 他の健康食品 4 役務その他サービス 16 役務その他サービス 6
２位 化粧クリーム 45 乳液 2 他の内職・副業 13 他の内職・副業 5
３位 乳液 43 化粧クリーム 2 金融コンサルティング 5 金融コンサルティング 4
４位 他の内職・副業 32 洗顔クリーム 2 出会い系サイト・アプリ 4 金融関連サービスその他 3
５位 役務その他サービス 31 歯みがき粉 2 内職・副業 4 化粧クリーム 2

商品・役務名 件数 商品・役務名 件数 商品・役務名 件数 商品・役務名 件数
総件数 105 総件数 117 総件数 117 総件数 42

１位 他の健康食品 11 他の健康食品 17 乳液 17 他の健康食品 6
２位 他の内職・副業 10 乳液 13 化粧クリーム 17 化粧クリーム 5
３位 化粧クリーム 6 化粧クリーム 13 ファンデーション 14 乳液 4
４位 金融関連サービスその他 6 ファンデーション 9 他の健康食品 9 商品一般 3
５位 教養・娯楽サービスその他 4 漢方薬 4 歯みがき粉 5 ファンデーション 3

順位
全体 20歳未満 20歳代 30歳代

順位
40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

相談件数

年度

476 件 

399 件 

323 件 

553 件 
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■SNS が関係する相談のうち，通信販売の「定期購入」に関する相談件数（県受付分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

相談件数

年度 
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  (２) 当事者年齢別相談の状況（県における消費生活相談） 

    

      ア 高齢者層（60 歳以上） 

 

（現状） 

全相談件数に占める高齢者の相談割合は，令和６年度に約45％となり，年

々増加しています。 

令和６年度における高齢者の相談件数は1,964件であり，内容は化粧品や

健康食品の定期購入，不審な電話やメール，身に覚えのない請求（架空請求）

等に関する相談が多くなっています。 

 

 

（課題） 

高齢者については，ひとり暮らしや認知症等のため，家族等への相談や十

分な判断ができないまま事業者と契約し，トラブルに巻き込まれているケー

スが多いほか，SNSに関係する消費生活相談も寄せられており，地域での高

齢者の見守り体制を一層強化する必要があります。 

 

 

 

      イ 若年者層（30 歳未満） 

 

（現状） 

若年者の全相談件数に占める割合は10％程度で推移しており，令和６年度

は前年度より減少し，409件となっています。 

内容は，オンラインゲームの課金，副業サポート・副業コンサルティング，

賃貸アパート等の退去費用，化粧品やダイエットサプリなどの健康食品等に

関する相談が多くなっています。 

 

 

（課題） 

若年者については，社会経験が浅く，契約に関する基礎知識が乏しいこと

をはじめ，インターネット・SNSをきっかけとした副業に関するトラブル，

化粧品や健康食品の定期購入など他の年齢層と同様の相談も見られるほか，

成年年齢引下げにより，悪質商法等による消費者トラブル・被害の拡大等も

懸念されます。 

このため，小中学校及び高等学校の消費者教育に関する内容の充実・取組

をより一層推進し，教育現場における消費者教育に対する支援を強化すると

ともに，新たに社会人となった若年者等に対する消費者教育・啓発の取組を

推進・強化する必要があります。 
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■若年者（30 歳未満）と高齢者（60 歳以上）の相談件数の推移（県受付分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 全 体

件 数 構成比 件 数 構成比 件 数 件 数

410 9.8% 1,693 40.5% 2,076 4,179

442 10.4% 1,710 40.2% 2,107 4,259

480 11.0% 1,851 42.5% 2,023 4,354

409 9.3% 1,964 44.9% 2,002 4,375Ｒ６

若年者（30歳未満） 高齢者（60歳以上）区分　

　年度

Ｒ３

Ｒ４

Ｒ５

410 442 480 409

1,693 1,710
1,851

1,964

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

若年者（30歳未満）

高齢者（60歳以上）

（件数） 

（年度） 
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 ■高齢者に多い商品・役務（サービス）別相談件数（上位５位，県受付分） 

                                （単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■若年者に多い商品・役務（サービス）別相談件数（上位５位，県受付分） 

  （単位：件） 

 
 

※ 相 談 件 数 は ，相 談 の 主 体 と な る 商 品・役 務（ サ ー ビ ス ）を 国 民 生 活 セ ン タ ー の 定 め た マ

ニ ュ ア ル に 従 っ て 分 類 ・ 集 計 し た も の 。  

    

※  「 商 品 一 般 」は 商 品 の 相 談 で あ る こ と が 明 確 で あ る が ，分 類 を 特 定 で き な い 又 は 特 定 す

る 必 要 の な い も の 。 身 に 覚 え の な い 請 求 に 関 す る 相 談 を 含 む 。  

 

 ※  商 品 ・役 務（ サ ー ビ ス ）名 の「 他 の 」又 は「 そ の 他 」は ，あ ら か じ め 設 定 さ れ た 具 体 的

な 分 類 に 当 て は ま ら な い も の で ， 主 な 内 容 は 以 下 の と お り 。  

  ・  「 役 務 そ の 他 」 は 副 業 サ ポ ー ト や ビ ジ ネ ス コ ン サ ル テ ィ ン グ サ ー ビ ス  

  ・  「 他 の 教 養 娯 楽 」 は イ ン タ ー ネ ッ ト ゲ ー ム ・ 出 会 い 系 サ イ ト  

商品･役務（サービス） 件数 商品･役務（サービス） 件数 商品･役務（サービス） 件数 商品･役務（サービス） 件数

１位 他の教養・娯楽 43 理美容 58 理美容 50 他の教養・娯楽 48

２位 内職・副業 39 他の教養・娯楽 45 他の教養・娯楽 48 役務その他 33

３位 商品一般 31 内職・副業 35 内職・副業 31 集合住宅 25

４位 化粧品 28 商品一般 33 商品一般 30 化粧品 24

５位 自動車 21 化粧品 18 役務その他 30 内職・副業 23

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６  　年度
順位

Ｒ３

商品･役務（サービス） 件数 商品･役務（サービス） 件数 商品･役務（サービス） 件数 商品･役務（サービス） 件数

１位 商品一般 194 商品一般 200 商品一般 278 商品一般 316

２位 健康食品 98 化粧品 141 化粧品 148 化粧品 206

３位 役務その他 92 役務その他 82 健康食品 104 健康食品 129

４位 化粧品 81 健康食品 77 役務その他 79 役務その他 71

５位 戸建住宅 80 相談その他 63 電報・固定電話 77 移動通信サービス 62

Ｒ６  　年度
順位

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５
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(３) 市町村における消費生活相談の状況 

                                                  

（現状） 

市町村に寄せられた相談件数は，令和４年度以降増加傾向にあり，令和６

年度は10,888件となっています。 

県内の消費生活相談窓口に寄せられた相談件数のうち市町村で受け付けた

割合は，平成17年度は53.3％でしたが，年々増加し，平成29年度以降は概

ね70％程度で推移しています（令和６年度:71.3％）。 

 

消費者安全法では，県及び市町村が行う消費生活相談が法的に位置付けら

れ，市町村は消費者からの苦情に係る相談に応じること，都道府県は主とし

て消費者からの苦情に係る相談のうち，その対応が各市町村の区域を超えた

広域的な見地を必要とするものに応じることとされています。 

 

さらに，同法により，消費生活センターについては，県においては設置が

義務付けられ，市町村においては必要に応じ設置するよう努めなければなら

ないとされています。 

 

県内では，全ての市に消費生活センターが設置されています。また，鹿屋

市消費生活センターにおいては，広域連携により，平成28年４月から東串良

町・錦江町・南大隅町の住民からの相談を，令和５年４月からは加えて肝付

町の住民からの相談も受け付けています。 

 

 

（課題） 

消費者により身近な相談窓口である市町村の消費生活相談窓口について，

その周知に努め，相談体制のさらなる充実・強化を支援する必要があります。 

 

 

■市町村の相談体制の整備状況（令和７年４月１日現在） 

 消費生活センター設置市町村数  19市４町（※） 

 消費生活相談窓口設置市町村数  43市町村（※） 

 相談員配置市町村数   19市８町（※） 

 相談員数  38人 

※ うち４町は広域連携による相談対応 
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３ 事業者への指導等の状況  

 

（現状） 

 消費者と事業者との間の適正な取引の確保に関する法律には，民事ルー

ル，被害救済ルール中心の法律や消費者保護のための行為規制中心の法律

のほか，参入を規制（免許制，登録制等）するいわゆる業法や規格・計量

に関する法律などがあります。 

 

 デジタル技術の飛躍や社会構造の変化等に伴う消費者の取引環境は急

激に変化しており，悪質な事案や規律が確立されていない新技術の分野や

新たなビジネスモデルなど，これまでの後追い・規制一律型の対応では十

分といえない状況もあるため，国において，必要な規制や対策の在り方が

検討されているところです。 

 

消費者が信頼できる公正な取引環境の確保のために，悪質事業者に対し

ては厳正な法執行を行うことが必要です。また，意図せずに消費者被害を

起こしても，その後の被害発生・拡大防止や解消・救済に取り組む事業者

もおり，このような事業者に対しては，不適切な状況の是正を促していく

ことが必要です。 

 

特定商取引法については，令和3年の改正で，通信販売の「詐欺的な定

期購入商法」への対策として，定期購入契約ではないと消費者を誤認させ

るような表示等を禁止するなどの規制が設けられ，消費者が誤認して申込

をした契約の取消権が創設されるなど，消費者利益擁護のための規定が整

備されました。 

    

 景品表示法については，令和５年の改正で，事業者の自主的な取組を促

進し，違反行為に対する抑止力を強化するための規定などが整備されまし

た。 

 

紅麹関連製品に係る事案を受け，令和６年８月に食品表示基準及び食品

衛生法施行規則が改正され，機能性表示食品の届出事業者等に対して，健

康被害と疑われる情報の収集・提供が義務付けられました。 

 

 医薬品成分を含有した強壮用，痩身用等健康食品による健康被害が報告

された事例も出ていることから，このような無承認無許可医薬品に該当す

るいわゆる「健康食品」 １の発見と排除に努めています。 
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（課題） 

【消費者の安全の確保】 

消費者事故の未然防止のため，危険性のある製品・サービス等につい

て，情報収集や消費者への注意喚起，販売の規制，製造過程を含めた事

業者による安全の確保に取り組んでいく必要があります。 

 

【消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保（公正な取引環境の確

保，悪質商法への対処，表示に関する制度の適切な運用等）】 

消費者トラブル防止のため，消費者安全法をはじめとする各種関係法

令等に基づき，消費者に対する注意喚起や関係機関等への情報提供を実

施していく必要があります。 

また，法令に違反する事業者に対しては厳正に処分を行っていく必要

があります。 

 

 

■特定商取引法による行政指導・行政処分の実施状況（P60(2)①参照） 

年 度 Ｒ３  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６ 

行政処分 １ 件  ０ 件  ０ 件  ０ 件  

行政指導 ０ 件  ０ 件  ０ 件  ０ 件  

 

 

■割賦販売法に基づく指導の状況（P60(2)⑤参照） 

年 度 Ｒ３  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６ 

冠婚葬祭

互助会 

業者数 ４ 業 者  ４ 業 者  ４ 業 者  ４ 業 者  

立入検査実施数 １ 業 者  １ 業 者  ０ 業 者  １ 業 者  

友の会 
業者数 ５ 業 者  ５ 業 者  ５ 業 者  ５ 業 者  

立入検査実施数 ０ 業 者  １ 業 者  １ 業 者  ０ 業 者  

 

 

  ■貸金業法に基づく指導の状況（P60(2)②参照） 

年 度 Ｒ３  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６ 

県登録業者数 ７ 業 者  ７ 業 者  ６ 業 者  ６ 業 者  

立入検査業者数 １ 業 者  ３ 業 者  ３ 業 者  ２ 業 者  

指摘事項 ０件 ２ 件  ０ 件  １ 件  

行政処分 ０件 ０ 件  ０ 件  ０ 件  
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    ■景品表示法による行政指導・行政処分の実施状況（P57(3)②参照） 

年 度 Ｒ３  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６ 

受理件数 

景品 ０ 件  １ 件  ０ 件  ０ 件  

表示 ７ 件  3２ 件  ７ 件  ８ 件  

行政指導 
景品 ０ 件  ０ 件  ０ 件  ０ 件  

表示 ３ 件  ５ 件  １ 件  １ 件  

行政処分 

景品  ０ 件  ０ 件  ０ 件  ０ 件  

表示  ０ 件  ０ 件  ０ 件  ０ 件  

 

 

■食品表示 110 番窓口受付状況（P56(3)①参照） 

年 度 Ｒ３  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６ 

受付件数 743件  679件  624件  480件  

 

 

■製品表示三法の立入検査の状況（P52(1)③参照） 

 

   【消費生活用製品安全法】 

年 度 Ｒ３  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６ 

検査対象品目数 －  ６ 品 目  ４ 品 目  ４ 品 目  

検査個数 －  81個  74個  176個  

検査店舗数 － ２ 店 舗  ２ 店 舗  ２ 店 舗  

違反品目数 －  ０ 品 目  ０ 品 目  ０ 品 目  

※ R3 は 新 型 コ ロ ナ 感 染 症 拡 大 防 止 の た め 未 実 施  

    

【電気用品安全法】 

年 度 Ｒ３  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６ 

検査対象品目数 －  ５ 品 目  ４ 品 目  ２ 品 目  

検査個数 －  46個  51個  54個  

検査店舗数 － ２ 店 舗  ２ 店 舗  ２ 店 舗  

違反品目数 －  ０ 品 目  ０ 品 目  ０ 品 目  

※ R3 は 新 型 コ ロ ナ 感 染 症 拡 大 防 止 の た め 未 実 施  
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   【家庭用品品質表示法】 

年 度 Ｒ３  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６ 

検査対象品目数 －  ７ 品 目  ２ 品 目  ６ 品 目  

検査個数 －  748個  1,900個  1,497個  

検査店舗数 － ２ 店 舗  ２ 店 舗  ２ 店 舗  

違反品目数 － ０ 品 目  ０ 品 目  ０ 品 目  

※ R3 は 新 型 コ ロ ナ 感 染 症 拡 大 防 止 の た め 未 実 施  

 

 

■医薬品医療機器等法の立入検査の状況（P56(2)③参照） 

年 度 Ｒ３  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６ 

立入検査数 2,579件  2,723件  3,041件  2,519件  

違反施設数 142件 146件  149件  145件  

 

■有害物質を含有する家庭用品の試験・検査（P52(1)④参照） 

年 度 Ｒ３  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６ 

検査項目数 33件  33件  25件 25件 

違反件数 ０ 件  ０ 件  ０件 ０件 

 
 

■液化石油ガス販売事業者等への点検指導（P53(1)⑤参照） 

年 度 Ｒ３  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６ 

保安点検指導 90件  100件  73件  70件  

改善指示 ５0件 42件  39件  42件  

 
 

■食の安心・安全推進条例に基づく食品等の自主回収（P54(2)①ａ参照） 

年 度 Ｒ３  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６ 

自主回収 ３ 件  １ 件  ０ 件  ０ 件  
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■農薬販売店等への立入検査（P55(2)②ａ参照） 

年 度 Ｒ３  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６ 

立入検査数 36件  77件  49件  33件  

 
 

■飼料安全法に基づく巡回指導等（P55(2)②ｂ参照） 

年 度 Ｒ３  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６ 

畜産農家数 194戸  190戸  190戸  210戸  

 
 

■食品衛生監視指導計画に基づく食品関連施設の監視指導等 

（P56(2)②ｄ参照） 

年 度 Ｒ３  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６ 

監視指導 13,963件  10,269件  10,161件  10,257件  

行政処分等 6件  4件  10件  16件  

食品の検査数 2,805件  2,488件  7,495件  4,363件  

 

 

■商品量目立入検査並びに水道事業者，ガス事業者及びガソリンスタンドへの

立入検査（P57(3)③参照） 

年 度 Ｒ３  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６ 

商品量目 6,542個  7,261個  7,658個  7,269個  

水道メーター 155個  138個  131個  19３ 個  

ガスメーター 64個  321個  552個  29０ 個  

燃料油メーター 214個  275個  295個  291個  

 
 
 
 
 
 
 
 

１ いわゆる「健康食品」とは，法律上の定義は無く，医薬品以外で経口的に摂取される，健

康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり，そのような効果を期待して

摂られている食品全般を指しているもののこと。  
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４ 消費者教育の状況  

 

（現状） 

近年，高齢化の進行や成年年齢引下げ，デジタル化の進展や自然災害等の

緊急時対応など，消費者を取り巻く現状や社会情勢は大きく変化しており，

消費者が多様化し，一時的に脆弱になる可能性や消費者自身が「加害者」と

なってしまう例もみられる中，消費者教育の重要性は高まっています。 

 

これらの状況を踏まえ，令和５年３月には「消費者教育の推進に関する法

律」に基づく「消費者教育の推進に関する基本的な方針」が変更されました。

方針では，多様な消費者の特性を踏まえたきめ細やかな対応やデジタル化へ

の対応，消費者市民社会１の一員としての行動を促進することなどが基本的視

点とされています。 

 

また，国の第５期消費者基本計画（令和７年３月閣議決定）では，消費者

被害を未然防止できる自立した消費者の育成に向けては，「消費者力（消費

生活に関する知識を適切な行動に結びつけることができる実践的な力）」の

育成・強化が不可欠であり，そのためには，幼児期から高齢期まで，ライフ

ステージに応じた体系的かつ継続的な消費者教育の推進が必要とされていま

す。 

 

本県では，学校をはじめ，県消費生活センターや大島消費生活相談所，市

町村の消費生活相談窓口及び担当部局等において，消費者教育の取組が行わ

れています。 

 

 ◇ 「令和６年度消費者教育等に関する意識調査」結果より 

・ 消費者教育を受けた経験があると答えた人の割合は48.1％で，令和元

年度調査より8.4ポイント減少しています。年代別にみると，18歳～29

歳では「ある」と答えた人の割合が82.8％であるのに対し， 50歳以上

では42.2％にとどまっています。 

・ 消費者教育の受講機会は「小中学校，高等学校の授業（家庭科，社会

科，公民科等）」及び「小中学校，高等学校の課外授業・特別授業・見学

など」が合わせて34.6％と最も多く，次に「自治体や地域等が主催する

講演会・講座など」が13.0％となっています。年代別でみると18～30

歳代では，「小中学校，高等学校の授業（家庭科，社会科，公民科等）」

が５割以上と他の年代に比較して高くなっており，65歳以上では「自治

体や地域等が主催する講演会・講座など」が多くなっています。 

 

 

（課題） 

 消費者教育を受ける機会が年代によって大きく異なっていることから，県

民がどこに住んでいても，生涯を通じて様々な場で消費者教育を受けること

ができるよう，学校，地域，職域等のライフステージに応じた様々な教育の

場を活用し，「消費者教育の体系イメージマップ２」（Ｐ28参照）なども参

考に幼児期から高齢期までの各段階に応じて体系的かつ継続的に消費者教育

を行うことが求められています。 

 

  消費者教育を効果的に進めるためには，消費者の多様な特性（年齢，性別，

障がいの有無，国籍，消費生活に関する知識の量，デジタル機器の利用状況
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など）に応じたアプローチの方法や内容の工夫が必要です。 

  また，今後も進むデジタル化に対応した消費者教育について継続的に検討

していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 消費者市民社会とは，消費者の社会的役割や消費者教育推進の在り方を考える際の共通概念であ

り，「消費者が，個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ，自らの消費生活

に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし

得るものであることを自覚して，公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会」（消費

者教育の推進に関する法律第２条第２項）のこと。 

２ 消費者教育の体系イメージマップとは，消費者庁において開催された消費者教育の推進のための

体系的プログラム研究会が平成25年に公表したもので，「消費者市民社会の構築」，「商品等の

安全」など消費者教育の４つの対象領域と年代ごとに消費者教育の内容を整理したもののこと。 
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■県消費生活センター・大島消費生活相談所による消費生活講座の実施状況 

 

消費生活グループ，自治会，高齢者クラブ，学校，職場などで実施する消費生活

に関する研修会に消費生活相談員等を派遣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市町村による消費者教育・啓発の取組状況 

 

広報誌，有線放送の活用や消費生活講座の開催等により消費者教育・啓発を実施 

 
※  消 費 者 行 政 推 進 室 調 べ  

   （単位：種類，市町村数，回，人数）

　
区分

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

種類数 43 39 32 36

市町村数 19 14 15 14

回数 239 230 236 197

市町村数 30 29 25 27

回数 1,489 1,220 991 1,362

市町村数 20 14 19 20

回数 290 400 424 433

受講者数 9,422 13,148 14,919 16,674

市町村数 21 23 25 23

回数 17 22 25 27

市町村数 5 8 8 9

人数 0 0 0 0

市町村数 0 0 0 0
消費生活モニター等の設置

消費者啓発資料の作成

広報誌等による啓発

有線放送，防災無線等による啓発

消費生活講座・講習会等の開催

消費生活展などの展示会の開催

（単位：回，人数）

回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数

消費生活センター 7 415 14 568 15 1,241 18 1,174

大島消費生活相談所 9 678 8 649 19 1,023 24 1,260

計 16 1,093 22 1,217 34 2,264 42 2,434

R3 R4 R5 Ｒ6
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５ 消費者教育等に関する県民の意識  

 

 

  県では，県民の消費者トラブルや消費者教育の現状と課題に対する意識，県内の事

業者並びに教育機関における消費者教育の取組状況及び今後の意向を把握し，消費者

基本計画策定の検討資料とするとともに，今後の消費者教育をより効果的に推進する

ための基礎データとすることを目的として県民意識調査を実施しました。 

    

○  調査期間：令和６年１０月８日～10 月２９日 

 

○  調査対象等 

 調査対象 調査項目 標本数 

一  般 

消費者 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年 

４月１日現在で 

18歳以上の男女 

 

 

 

 

 

(1)  消費者問題への関心度について 

(2)  食品ロス削減について 

(3)  エシカル消費１について 

(4) 商品やサービスを購入（利用）す

る際の意識について  

(5)  商品やサービスに関する消費者問

題について 

(6)  消費者問題に関する情報について 

(7)  消費者教育について 

(8)  消費者問題に対する行政の取組に

ついて 

2,500人 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者 

 

 

 

 

 

 

県内の従業員 

規模５人以上の 

民営事業所 

 

 

 

 

(1) 消費者対応について 

(2) 従業員に対する消費者教育（啓発）

について 

(3)  消費生活等に関する社会貢献活動 

について 

(4)  消費者問題に対する行政の取組に 

ついて 

450 

事業所 

 

 

 

 

 

教 育 

機 関 

 

 

 

 

県内の教育機関 

・小，中，高等学校 

・特別支援学校 

・大学，短期大学， 

  専修学校等 

(1)  児童・生徒・学生に対する消費者 

  教育の実施状況等について 

(2)  消費者教育用の教材について 

(3)  児童・生徒・学生に対する消費者 

  教育の課題等について  

8５９校 
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(１) 消費生活に配慮を要する消費者の拡大 

   

一般消費者のうち，消費者教育（授業，講演，出前講座等）を受けたことがある

人は 48.1％で，受講した機会として最も多いのは「小・中・高校の授業」で 24.4%

となっています。18～29 歳までの年代では８割以上の人に受講経験がありますが，

50 代以上では半数以上の人が，受けたことがないと回答しています。 

 

また，従業員への消費者教育を実施している事業者は，25.7％にとどまっていま

す。 

 

令和４年４月から成年年齢が引下げられましたが，引下げに伴う消費者教育につ

いては，一般消費者の 67.7％，高等学校の 63.9％，特別支援学校の 75.1％，大

学・短大・専修学校等の 50.0％が不十分と感じています。 
 

消費者トラブルを経験したことがある消費者は 15.5％で，20 代以上の各年代に

おいて，１割以上の人が消費者トラブルを経験しています。また，トラブルのきっ

かけとなった商品の販売方法等は，インターネット通販が 49.4％で最も多くなっ

ており，これは，多くの年代で同様の傾向となっています。 
 

消費者トラブルを経験した際に，家族など自分の「身近な人」に相談した人が 37.3

％いた一方で，34.9％の人は誰にも相談していません。 

 
「消費者ホットライン１８８」についても，知っている人が 65.2％となっていま

すが，「名前は知っているが内容は知らない」と回答した人がこのうち 46.3％とな

っています。 

 
これらのことから，全ての消費者が，年齢や配慮を要する程度に関わりなく，安

心・安全な消費行動をとることができるための支援の在り方が課題と考えられます。 
 
(１)-１ 消費者教育（授業，講演，出前講座等）への参加の経験  

 

ある    48.1% 

ない    51.9% 

 
 
(１)-２ 消費者教育の参加機会  

 

 参 加  

し た も の  

小 ・ 中 ・ 高 校 の 授 業 （ 家 庭 科 ， 社 会 科 等 ）  24.4% 

小 ・ 中 ・ 高 校 の 課 外 授 業 ・ 特 別 授 業 ・ 見 学 等  10.2% 

大 学 ・ 専 門 学 校 な ど の 講 義  3.2% 

大 学 ・ 専 門 学 校 等 の オ リ エ ン テ ー シ ョ ン 等  2.2% 

自 治 体 や 地域（町内会や老人クラブなど）等が主催する講演会・講座等 13.0% 

職 場 で の 講 習 会 ・ 勉 強 会 等  11.6% 

消 費 者 団 体 ２ ・ 生 協 等 主 催 の 講 習 会 ・ 勉 強 会 等  6.3% 

そ の 他  2.7% 
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(１)-３ 事業者における従業員への消費者教育の実施状況 

 

行っている    25.7% 

行っていない    73.7% 

無回答     0.6% 

 
(１)-４ 成年年齢引下げに伴う消費者教育 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

十分 1.7%
どちらかとい

えば十分 4.7%

どちらかとい

えば不十分

33.8%

不十分 33.9%

わから

ない

23.7%

無回答 2.2%

〈一般消費者〉

十分 2.8%

どちらかとい

えば十分

29.2%

どちらかとい

えば不十分

58.3%

不十分 5.6%

わからない

2.8%

無回答 1.4%
〈高等学校〉

どちらかとい

えば十分

18.8%

どちらかとい

えば不十分

56.3%

不十分 18.8%

無回答 6.3%

〈特別支援学校〉
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(１)-５ 消費者トラブルの経験 

 

ある    15.5% 

周りに被害に遭った人がいる 3.7％ 

ない    77.8% 

 
 
(１)-６ トラブルのきっかけのうち，インターネット通販が占める割合 

 
年 齢  インターネット通販の割合 

18～ 19 －  

20～ 29 57.1% 

30～ 39 64.3% 

40～ 49 65.2% 

50～ 59 59.4% 

60～ 64 37.5% 

65～ 69 63.6% 

70 以 上  25.0% 

全 年 代  49.4% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

十分 2.9% どちらかといえ

ば十分 11.8%

どちらかといえ

ば不十分 41.2%不十分 8.8%

わからない

35.3%

〈大学・短大・専修学校等〉
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(１)-７ 消費者トラブルに遭った際の相談相手 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(１)-８ 消費者ホットライン１８８の認知度 
 

名前も内容も知っている 18.8% 

名前は知っているが内容は知らない 46.3% 

知 ら な い  28.7% 

 
 
(２) 消費生活におけるデジタル技術の浸透 

   

一般消費者のうち，インターネットやスマートフォンをよく利用している人は

63.8％と最も多く，ときどき利用している人が 15. 4％となっています。 

 

インターネット通販で１年間に１回以上商品を購入等したことがある人は 49.3

％で，年代が高くなるにつれ利用頻度は少なくなっていますが，60 歳以上の年代に

おいても 26.8％の人が，１年間に１回以上インターネット通販で商品を購入等し

ています。 

 

また，支払い形態については，「クレジットカード」が 53.2％と最も多く，次い

で「スマホ決済３」が 38.1％となっています。年代別では，18～29 歳は「スマホ

決済３」が最も多く，30～69 歳は「クレジットカード」が最も多くなっています。 

幅広い年齢層で，現金以外の支払い方法が浸透していると考えられます。 

 

消費者トラブルのきっかけとなった商品の販売方法等は，インターネット通販が

49.4％で最も多くなっています。 

 

デジタル技術の進展により，全ての消費者が消費者トラブルのリスクにさらされ

ていることを念頭に，いかに消費者トラブルの予防・解決を図るかが課題と考えら

37.3%

1.2%

3.0%

1.2%

1.8%

21.1%

10.2%

1.2%

1.8%

1.8%

0.6%

3.0%

34.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

家族・知人・同僚など身近な人

消費者ホットライン１８８

市町村消費生活センター・相談窓口

県消費生活センター・大島消費生活相談所

国民生活センター

メーカーなどのお客様窓口

販売店等

弁護士，司法書士，消費者団体

警察

民生委員等地域の人

ヘルパー・ケアマネージャー

その他

誰にも相談したり，伝えたりしなかった
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れます。 

 
 
(２)-１ インターネット・スマートフォンの利用状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(２)-２ インターネット通販の利用状況 

 
年 齢  １年に１回以上利用した人の割合 

18～ 19 77.8% 

20～ 29 76.4% 

30～ 39 82.6% 

40～ 49 82.2% 

50～ 59 72.2% 

60～ 64 57.4% 

65～ 69 40.0% 

70 以 上  13.8% 

60 以 上  26.8% 

全 年 代  49.3% 

 
 
(２)-３ 最も多く利用した支払い形態 

 
ク レ ジ ッ ト カ ー ド  53.2% 

電 子 マ ネ ー （ IC カ ー ド 等 ）  21.8% 

ス マ ホ 決 済 ３  38.1% 

銀 行 振 込  22.8% 

商 品 券 ・ 回 数 券  20.7% 

デ ビ ッ ト カ ー ド  1.9% 

イ ン タ ー ネ ッ ト 決 済 専 用 の プ リ ペ イ ド カ ー ド  2.0% 

分 割 払 い  4.2% 

現 金 以 外 の 支 払 い 方 法 は 利 用 し て い な い  20.9% 

 
 
 
 
 
 

よく利用している

63.8%

ときどき利用して

いる15.4%

あまり利用してい

ない5.8%

全く利用していな

い14.8%

無回答0.3%
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(３) 持続可能でより良い社会の実現 

 
一般消費者における食品ロスの認知度は 88.6％ですが，食品ロス問題を認知し，

食品ロス削減のための取組を行っている人は 71.7％となっています。 

 

食品ロス削減に効果的な取組については，「冷凍保存を活用する」が 69.6％と最

も多く，次いで「「賞味期限」を過ぎてもすぐに捨てるのではなく，自分で食べら

れるか判断する」が 61.6％となっています。一方，「飲食店等で食べ残した場合，

持ち帰りを検討する」は 19.7％にとどまっています。 
 

エシカル消費１の認知度は，「言葉は知っているが内容は知らない」を含めても

25.1％と低いものの，エ シ カ ル 消 費 １ に 繋 が る 行 動 と し て ， 買 い 物 時 に マ イ バ

ッ グ を 持 参 す る（ 83.8％ ），食 べ 残 し を 減 ら す（ 53.3％ ）こ と な ど を 心 が け

て い る 人 が 多 く な っ て い ま す 。  

ま た ，社 会 や 環 境 に 配 慮 し た 商 品・サ ー ビ ス を 選 択 す る 人 は 59.8％ と な っ

て お り ， 「 特に心がけていることはない」と回答した人は 4.3％となっています。 
 

エシカル消 費 １ を心がけていない人のうち，「参加方法が分からない」人は 34.8

％，「どれがエシカル消費１につながる商品やサービスか分からない」人は 28.3％

となっています。 
 

食 品 ロ ス 削 減 に 取 り 組 ん で い る 事 業 者 は 32.0％ と な っ て お り ，効 果 的 な 取

組 と し て ， 「 商 習 慣 の 見 直 し や 需 要 に 見 合 っ た 販 売 の 推 進 を 行 っ て い る 」 が

53.6％ と 最 も 多 く な っ て い ま す 。  

一 方 ， 「 余 っ た 食 材 を 寄 附 し て い る 」 は 8.9％ に と ど ま っ て い ま す 。  

 
事業者 の う ち ，「 消 費 者 志 向 経 営 ４ 」の 言 葉 や 意 味 の 認 知 度 に つ い て ，「 言

葉 と 内 容 の ど ち ら も 知 ら な い 」が 55.4％ と 最 も 多 く ，「 言 葉 と 内 容 の 両 方 を

知 っ て い る 」 の は 22.9％ と な っ て い ま す 。  

 

「 消 費 者 志 向 自 主 宣 言 ５ 」に つ い て ，行 う 予 定 の な い 事 業 者 が 53.3％ と 最

も 多 く ， 行 っ て いる事業者は 13.3％にとどまっています。 

 

食品ロス削減やエシカル消費１，消費者志向経営４に関する認知度と理解の向上が

課題と考えられます。 
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(３)-１ 食品ロス削減に効果的な取組（一般消費者） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(３)-２ エシカル消費１の認知度 

 

言葉と内容のどちらも知らない    74.3% 

言葉は知っているが内容は知らない 19.0％ 

言葉と内容の両方を知っている  6.1% 

 
 
(３)-３ 食品ロス削減に効果的な取組（事業者） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(３)-４ 消費者志向経営４の認知度 

 

言葉と内容のどちらも知らない    55.4% 

言葉は知っているが内容は知らない 20.0％ 

言葉と内容の両方を知っている  22.9% 

 

42.7%

55.7%

26.6%

69.6%

34.5%

61.6%

20.1%

37.7%

26.1%

19.7%

2.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

料理を作りすぎない

残さずに食べる

残った料理を別の料理に作り替える

冷凍保存を活用する

日頃から冷蔵庫等の食材の種類・量・期限表示を確認する

「賞味期限」を過ぎてもすぐに捨てず，自分で判断

商品棚手前の賞味期限の近い商品を購入する(てまえどり)

小分け商品，少量パック商品等食べきれる量を購入する

飲食店等で注文しすぎない

飲食店等で食べ残した場合，持ち帰りを検討する

その他

53.6%

23.2%

8.9%

30.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

商慣習の見直しや需要に見合った販売の推進

消費者への啓発

余った食品の寄附

その他
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(３)-５ 消費者志向自主宣言５ 

 

行っている    13.3% 

行う予定である 8.0％ 

行いたいと思っているが時期は未定  24.0% 

行う予定はない 53.3% 

 
 
 
(４) 消費生活相談体制 

 
「消費者ホットライン１８８」について，知っている人が 65.2％となっています

が，「名前は知っているが内容は知らない」と回答した人がこのうち 46.3％となっ

ています。 

 

消費者問題に関する機関や相談窓口の認知度については，「市町村消費生活セン

ター・相談窓口」を知っている人が 76.3％と，身近な相談窓口として認知度が高く

なっている一方，「名前は知っているが内容は知らない」と回答した人が 47.9％に

上っています。 
 

消費者トラブルを経験した際，34.9％の人は誰にも相談しておらず，その理由と

して，「相談しても仕方がないと思った」が 46.6％で最も高くなっています。また，

「どこに相談すればよいか分からなかった」も 17.2％に上っています。 

 
消費者ホットライン１８８などの消費生活相談窓口及びその役割に関する認知度

向上が課題と考えられます。また，新たな消費者トラブルに対応する行政職員や専

任相談員の質の向上も必要です。 
 
(４)-１ 消費者問題に関する機関や相談窓口の認知度 

 

 名前も内容も知っ

ている 

名前は知っている

が内容は知らない 
知らない 

消 費 者 ホ ッ ト ラ イ ン １ ８ ８  18.8% 46.3% 28.7% 

市 町 村 消 費 生 活 セ ン タ ー ・ 相 談 窓 口  28.4% 47.9% 18.1% 

県 消 費 生 活 セ ン タ ー・大 島 消 費 生 活 相 談 所  13.9% 36.4% 41.2% 

独 立 行 政 法 人  国 民 生 活 セ ン タ ー  9.8% 34.9% 46.5% 
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(４)-２ 消費者トラブルの際，誰にも相談しなかった理由 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ エシカル消費（ethical=倫理的な・道徳的な）とは，地域の活性化や雇用などを含む，人・社

会・地域・環境に配慮した消費行動のこと。（Ｐ65参照） 

２ 消費者団体とは，消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明，消費者に対する啓

発及び教育，消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費者の消費生活の安定及び

向上を図るための健全かつ自主的な活動に努める団体のこと。 

３ スマホ決済とは，スマートフォンにクレジットカード，電子マネー，銀行口座などを登録し支

払う決済手段のこと。 

４ 消費者志向経営とは，消費者と共創・協働して社会価値を向上させる経営のこと。 

５ 消費者志向自主宣言とは，消費者志向経営を行うことを自主的に宣言すること。 

46.6%

12.1%

17.2%

5.2%

6.9%

32.8%

20.7%

3.4%

3.4%

1.7%

8.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

相談しても仕方がないと思った

相談せず自分で解決しようとした

どこに相談すればよいか分からなかった

恥ずかしいので，誰にも言えなかった

気まずい思いをしたり，もめごとになるのが心配だった

被害が小さいなど，相談するほどのトラブルではないと思った

自分にも責任があると思った

忙しく時間がなかった

被害に遭ったことに当時は気づいていなかった

被害を思い出したくなかった

その他
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県民の消費生活をめぐる現状と課題を踏まえた取組内容

(1) 消費生活相談窓口の認知度向上
(2) 消費生活相談員等の知識・技能の向上
(3) 市町村消費生活相談体制の充実への支援
(4) 県消費生活センター等の機能強化
(5) 相談体制の充実・強化

(1) 地域における見守り活動の充実
(2) 配慮を要する消費者への啓発

(1) 消費者トラブルの未然防止等
(2) 消費者取引の適正化
(3) 紛争の適切な解決の促進

(1) 商品・サービスの安全性の確保
(2) 食品・医薬品等の安全性の確保
(3) 規格・表示等の適正化
(4) 生活関連商品の安定的な供給・情報提供
(5) 緊急時における速やかな情報提供

(1) 消費者教育の推進
(2) 若年者への消費者教育の強化
(3) 消費生活に関する情報提供の充実
(4) 取引環境のデジタル化・グローバル化や

決済サービスの多様化への対応

１ 全ての消費者におけるライフステージ
に応じた体系的・継続的な消費者教育等
の推進（P43～P48）

第２章
県民の消費生活をめぐる現状と課題

第４章
消費者施策の推進を図るための取組

１ 消費者を取り巻く環境の変化

(1) 消費生活に配慮を要する消費者の
拡大（P２～P３）

(2) 消費生活におけるデジタル技術の
浸透（P４～Ｐ５）

２ 複雑化・多様化及び高度化する消
費者問題

(1) 県における消費生活相談の状況
（P10～P15）

(2) 当事者年齢別相談の状況
（P16～P18）

(3) 市町村における消費生活相談の状況
（P19）

３ 事業者への指導等の状況
（P20～P24）

４ 消費者教育の状況（P25～P28）

５ 消費者教育等に関する県民の意識
（P29～P38）

２ 配慮を要する消費者に係る消費者トラ
ブルの未然防止とその救済
（P49～P51）

３ 消費者の安全及び自主的かつ合理的な
選択の機会の確保（P52～P58）

４ 消費者トラブルの未然防止とその救済
（P59～P61）

６ どこに住んでいても質の高い相談を
受けられる体制の充実（P67～P69）

(3) 消費生活のグローバル化の進展
（P６）

(4) 持続可能でより良い社会の実現
（P７～Ｐ８）

(5) 緊急時における消費行動の変化
（P９）

５ 持続可能な社会の実現に向けた消費者
と事業者との連携（P62～P66）

(1) 食品ロス削減の推進
(2) 環境に配慮した消費行動等の促進
(3) 持続可能な社会の形成に資する取組の

推進
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第３章 消費者施策の基本的方針  

 

１ 消費者施策の推進により目指すべき姿  

高齢化の進展，高齢単独世帯の増加及び地域コミュニティの衰退といった社

会構造の変化やデジタル技術の飛躍等に伴い，消費者の取引環境は急激に変化

しており，全ての消費者が有する多様な「消費者の脆弱性」に着目する必要が

あります。 

このため，学校や地域，職域など様々な場での消費者教育の推進や若年者へ

の消費者教育の強化，最新の消費者トラブルなどの情報提供，取引環境のデジ

タル化・グローバル化や決済サービスへの多様化に対応した消費者教育に取り

組むことにより，全ての消費者がライフステージに応じた体系的かつ継続的な

消費者教育を受けることができる社会を目指します。 

また，配慮を要する消費者への見守り活動を行う消費者安全確保地域協議会

の設置促進・活性化や啓発に取り組むことにより，消費者トラブルを未然に防

止し，トラブルに遭った場合にも早期救済が図られるなど，配慮を要する消費

者の安心・安全な消費生活が確保される社会を目指します。 

 

 

商品・サービスの安全性の確保や，規格・表示の適正化等に取り組むことに

より，信頼できる公正な環境の下，消費者が安全な商品・サービスを自主的か

つ合理的に選択して消費できる社会を目指します。 

 

 

各種広報媒体を活用した情報提供・広報啓発活動や消費者取引の適正化，法

令に違反する事業者への厳正な対処等に取り組むことにより，消費者トラブル

の未然防止とその救済が図られ，安心・安全な消費生活が確保される社会を目

指します。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 消費者が安全な商品・サービスを自主的かつ合理的に選択して消費できる

社会 

(4) 消費者トラブルの未然防止とその救済が図られ，安心・安全な消費生活が

確保される社会 

(1) 全ての消費者がライフステージに応じた体系的・継続的な消費者教育を受

けることができる社会 

(2) 配慮を要する消費者の安心・安全な消費生活が確保される社会 
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「持続可能な開発目標（SDGs）実施指針」において，生産と消費は密接不可

分であり，共に推進される必要があるとされています。 

消費者は消費者市民社会１の一員として，食品ロスの削減やエシカル消費 2 の

実践など持続可能な社会の形成に積極的に参画するとともに，事業者は環境や

社会，地域等に配慮した生産を通じて，消費者からの信頼を獲得できる社会を

目指します。 

 

 

全市町村に消費生活相談窓口が設置され，全19市においては消費生活センタ

ーが設置されています。また，一部の市町では，広域連携による相談対応も行

われています。 

消費生活相談窓口やその役割の周知を図るとともに，市町村における消費生

活相談体制の充実に向けた支援や，県消費生活センター等の機能強化に取り組

むことにより，どこに住んでいても質の高い相談を受けられ，安心・安全が確

保される社会を目指します。 

 

 

２ 計画の目的及び基本理念  

 

「消費者の権利の尊重」，「消費者の自立の支援」及び「消費生活における環境

への配慮」を踏まえた消費者施策の推進による安心・安全で豊かに暮らすことがで

きる持続可能な社会の実現を基本理念とし，「県民の消費生活の安定及び向上」を

目的とします。 

この目的の達成に向けた取組を実施することにより，かごしま未来創造ビジョン

における「安心・安全な県民生活の実現」を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 消費者市民社会とは，消費者の社会的役割や消費者教育推進の在り方を考える際の共通概念

であり，「消費者が，個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ，自らの消

費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響

を及ぼし得るものであることを自覚して，公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する

社会」（消費者教育の推進に関する法律第２条第２項）のこと。 

2 エシカル消費（ethical=倫理的な・道徳的な）とは，地域の活性化や雇用などを含む，人・社

会・地域・環境に配慮した消費行動のこと。（Ｐ65参照） 

(6) どこに住んでいても質の高い相談が受けられ，安心・安全が確保される社

会 

(5) 持続可能な社会の実現に向け，消費者と事業者が連携して取り組む社会 
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３ 消費者施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 本 理 念（鹿児島県民の消費生活の安定及び向上に関する条例） 

目 的 県 民 の 消 費 生 活 の 安 定 及 び 向 上 

○ 消費者の権利の尊重 

１ 安全が確保されること                              

２ 自主的・合理的な選択の機会が確保されること         

３ 必要な情報及び教育の機会が提供されること          

４ 意見が消費者施策に反映されること                  

５ 消費者被害が適切かつ迅速に救済されること 

○ 消費者の自立の支援 

消費者が自らの利益の擁護及び増進のため，自主的かつ

合理的に行動できること 

○ 消費生活における環境への配慮 

安心・安全で豊かに暮

らすことができる持

続可能な社会の実現 

消費者施策の展開方向 取組の内容 

１ 全ての消費者におけるライフス

テージに応じた体系的・継続的な

消費者教育等の推進 

２ 配慮を要する消費者に係る消費

者トラブルの未然防止とその救済 

３ 消費者の安全及び自主的かつ合

理的な選択の機会の確保 

４ 消費者トラブルの未然防止とそ

の救済 

５ 持続可能な社会の実現に向けた

消費者と事業者との連携 

６ どこに住んでいても質の高い相

談を受けられる体制の充実 

(1) 消費者教育の推進 

(2) 若年者への消費者教育の強化 

(3) 消費生活に関する情報提供の充実 

(4) 取引環境のデジタル化・グローバル化や決

済サービスの多様化への対応 

(1) 地域における見守り活動の充実 

(2) 配慮を要する消費者への啓発 

(1) 商品・サービスの安全性の確保 

(2) 食品・医薬品等の安全性の確保 

(3) 規格・表示等の適正化 

(4) 生活関連商品の安定的な供給・情報提供 

(5) 緊急時における速やかな情報提供 

(1) 消費者トラブルの未然防止等 

(2) 消費者取引の適正化  

(3) 紛争の適切な解決の促進 

(1) 食品ロス削減の推進 

(2) 環境に配慮した消費行動等の促進  

(3) 持続可能な社会の形成に資する取組の推進 

(1) 消費生活相談窓口の認知度向上 

(2) 消費生活相談員等の知識・技能の向上 

(3) 市町村消費生活相談体制の充実への支援 

(4) 県消費生活センター等の機能強化 

(5) 相談体制の充実・強化 
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第４章 消費者施策の推進を図るための取組  

 

この章では，本県における消費者施策を総合的かつ計画的に推進するための取 

組内容を，６つの消費者施策の展開方向ごとに掲げています。 

そして，これらの取組の推進により，消費者基本計画の目的である「県民の消費

生活の安定及び向上」の実現を図っていきます。 

 

   展開方向１    全ての消費者におけるライフステージに応じた

       体系的・継続的な消費者教育等の推進  

    

学校や地域，職域など様々な場での消費者教育の推進や若年者への消費者教育

の強化，最新の消費者トラブルなどの情報提供，取引環境のデジタル化・グロー

バル化や決済サービスへの多様化に対応した消費者教育に取り組むことにより，

全ての消費者がライフステージに応じた体系的かつ継続的な消費者教育を受ける

ことができる社会を目指します。 

    

 取組の内容 

  (1) 消費者教育の推進 

  (2) 若年者への消費者教育の強化 

  (3) 消費生活に関する情報提供の充実 

  (4) 取引環境のデジタル化・グローバル化や決済サービスの多様化へ

の対応 

 

(1) 消費者教育の推進 

① 様々な場における消費者教育の推進 

ａ 学校１における消費者教育 

・ 学習指導要領に基づき，各教科において充実した消費者教育が行われ

るよう努めます。    

                     （義務教育課，高校教育課，特別支援教育課） 

・ 様々な主体により作成される多様な教材の紹介やデジタル教科書等に     

対応した教材の提供，教職員の指導力向上，消費者問題に精通し専門的     

知識を有する外部講師の活用，消費生活センターなどの関係機関と連携     

した取組などを促進します。 

                         （義務教育課，高校教育課，特別支援教育課） 

・ 成年年齢の引下げを踏まえつつ，教育活動の全体を通じて，幼児，児     

童及び生徒の発達段階に応じた消費者教育を推進します。 

          （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所，学事法制課， 

                  子育て支援課，義務教育課，高校教育課，特別支援教育課） 

 

ｂ 大学等２における消費者教育 

学生が成年に達していることも踏まえ，大学等２における契約に関する

知識やトラブル対処方法の啓発活動を促進します。 

                （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 
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ｃ 地域・家庭における消費者教育 

・ 消費生活センターを消費者教育の推進拠点として位置づけ，消費生活

相談等により得られた情報等を基に，地域住民に消費者教育の機会を提

供するとともに，消費者教育の担い手を支援します。 

                （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

・  社会教育施設や各種コミュニティを活用し，消費者問題に関する普及

啓発を行います。 

                   （高齢者生き生き推進課，社会教育課） 

・ 保護者等の行う家庭教育を支援するため，社会教育施設や学校１におけ

る家庭教育学級等の多様な場を活用し，学習の機会や情報の提供を行い

ます。 

        （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所，社会教育課） 

 

ｄ 職域における消費者教育 

・ 事業者がその従業員に対し，研修を実施したり，事業者団体等が行う

講習会を受講させたりすることで，継続的に教育の機会を提供し，従業

員の消費生活に関する知識及び理解を深める取組を促進します。 

                （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

・ 事業者による消費者教育の推進に向けて，新入社員教育を始め，適時，

消費生活に関する情報を提供します。 

                （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

 

e 各種講座等の開催・情報提供 

・ ライフステージに応じた消費生活講座等を開催し，消費者教育を推進

します。 

                     （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

・ 消費者教育コーディネーター３等を活用し，消費生活に関して専門的知

識を有する団体等の講座情報の提供を行うことにより，学校１，大学等２，

地域，家庭，職域での消費者教育を支援します。 

（消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所，社会教育課） 

・ 消費生活に役立つ教材の貸出や消費生活講座の開催により，消費者の

自主的な学習を支援します。 

                      （県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

 

ｆ 金融リテラシー４の向上 

・ 金融経済教育推進機構（「J-FLEC」）の取組の周知を図ります。   

                                    （消費者行政推進室） 

・ 県金融広報委員会と連携して，金融リテラシー４の向上に資する講座

の情報を提供します。 

  （消費者行政推進室） 

・ 学校１において，学習指導要領に基づき金融経済教育を行うことで，健

全な金銭感覚，金融の仕組みについて理解が進むよう努めます。 

                 （義務教育課，高校教育課，特別支援教育課） 
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ｇ 持続可能な社会の実現に向けた消費者教育・情報提供 

・ 食品ロスの削減や環境に配慮した消費行動，エシカル消費５など，持

続可能な社会の実現に向けて消費者が積極的に取り組むよう，消費者教

育を推進します。                 

（消費者行政推進室）                         

・ 消費者が，消費者市民社会６の一員として正当な意見を事業者に伝え

る適切な方法を習得することができるよう，ホームページ，SNS等を通

じて情報提供を行います。 

                                    （消費者行政推進室） 

・ 学校１において，各教科や総合的な学習の時間などの授業における学習

や，リサイクル，ごみの分別など学校生活における活動等，教育活動全

体を通して，環境保全活動及び環境教育の充実・推進を図ります。   

                       （義務教育課，高校教育課，特別支援教育課） 

 

                          

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～コラム～ 

   消費者市民社会の形成に向けて 

※出典：消費者市民社会を目指す消費者 

教育（消費者庁ホームページ） 

 

45



 

h 食育の推進 

・ 学校給食等を活用した学校１における食の指導等を通じて，健全な食生

活に必要な知識や食事の際の作法等，食に関する基礎を習得する機会を

提供します。 

           （かごしまの食輸出・ブランド戦略室，義務教育課，高校教育課， 

                                特別支援教育課，保健体育課） 

・ 若い世代のみならず，高齢者を含めた各世代において，それぞれ健全

な食生活の実現に向けた「大人の食育」を推進します。 

           （健康増進課，かごしまの食輸出・ブランド戦略室） 

 

ｉ 緊急時における消費活動に関する消費者教育・情報提供 

不確かな情報の拡散や不確かな情報に影響を受けて物資の買いだめを行

うといった消費行動や，災害等に便乗した悪質商法に関する注意喚起を行

うため，消費生活講座の開催やホームページ，SNS等を通じた情報提供を

行います。 

（消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

 

② デジタル化に対応した消費者教育の推進  

・ 様々な取組事例や教材，講師派遣を行う団体情報等が掲載された消費者

教育ポータルサイト７の情報の提供等により，デジタル取引に伴う消費者ト

ラブルから自らを守るための消費者教育を推進します。 

                （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

・ 学校１において，情報機器等を利用した消費者トラブル等について，啓発

資料の活用等を通して，児童生徒の指導や保護者への啓発を推進します。 

                 （教育DX推進室，義務教育課，高校教育課，特別支援教育課） 

 

③ 消費者教育の人材（担い手）の育成・活用  

ａ  人材育成の支援 

市町村が消費者教育を推進していくための人材育成を支援するため，市

町村消費生活相談員等を対象とした研修を実施します。 

また，県消費生活センター等の消費生活相談員等について，国民生活セ

ンター等が実施する消費者教育講座等の受講により，知識・技能の向上を

図るとともに，市町村等に講座等の情報提供を行い，市町村消費生活相談

員等の講座等への参加を促進します。 

                （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

 

ｂ 教職員を対象とした研修の実施 

消費者教育の推進役となる教職員を対象として，消費者教育に関する研

修等を行うことにより，教職員の指導力の向上に努めます。       

（消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所，義務教育課，高校教育課） 

      

ｃ 地域における消費者教育の推進の取組 

地域での消費者教育の取組が進むよう，消費者教育の担い手に関する情

報の提供や，行政，消費者団体８，事業者・事業者団体等の消費者教育に

関する情報交換に努め，多様な担い手の連携を支援します。 

          （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所，社会教育課） 
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④ 消費者教育の教材等の提供 

消費者教育ポータルサイト７の周知や，消費者教育のために役立つ情報の提

供等により消費者教育の充実を支援します。 

                （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

 

(2) 若年者への消費者教育の強化 

① 若年消費者連絡協議会の開催による消費者トラブルの未然防止等 

若年者の消費者トラブルの未然防止，被害拡大防止及び被害者救済のため，

「若年消費者連絡協議会」の開催により，関係機関との情報交換・協議等を

行います。 

（消費者行政推進室，県消費生活センター，学事法制課，青少年男女共同参画課，義務教育課， 

高校教育課，社会教育課，県警生活安全企画課，県警人身安全・少年課，県警生活環境課） 

 

② 大学生等による若年者の消費者トラブル防止対策 

若年者の消費者トラブル防止対策の充実強化を図るため，大学生等による

ボランティア活動9により，若年者が主体となった効果的な啓発活動を展開し

ます。 

                                    （消費者行政推進室） 

 

③ 若年者に向けた情報発信 

若年者の利用率が高いSNSにおいて，消費者トラブルに対する注意喚起や

消費生活に関する相談ができる消費者ホットライン188の周知を行います。 

                                    （消費者行政推進室） 

 

④ 消費者教育ポータルサイト７等を活用した実践的な消費者教育の推進 

・ 学校１において，消費者教育ポータルサイト７等を活用し，実践的な知識

の習得を図ります。 

                         （義務教育課，高校教育課，特別支援教育課） 

・ 大学等２や事業者からの要請等に応じた消費生活講座等を対面やオンライ

ンで開催し，学生や若手従業員への学習機会を提供します。 

また，大学等や事業者に対し，消費者教育ポータルサイト７の周知を行い

ます。 

                （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

 

(3) 消費生活に関する情報提供の充実 

① 各種媒体を使った情報提供 

・ 消費者が消費生活に関する必要な知識を習得し，情報を収集するなど自

主的かつ合理的に行動することができるよう，最新の消費者トラブル情報

や消費生活全般について，ホームページやSNS等を通じ情報提供を行いま

す。 

                （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

・ より多くの県民に必要な情報が届くよう，県の関係団体を通じて情報発

信を行います。 

                                         （全所属） 
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② 食の安心・安全に関する情報提供 

食の安心・安全の確保に関する情報の収集と整理を行い，県民に対し，正

確かつ適切な情報を提供します。 

                （かごしまの食輸出・ブランド戦略室，生活衛生課，健康増進課） 

 

 

(4) 取引環境のデジタル化・グローバル化や決済サービスの多様化への対応 

取引環境のデジタル化や海外事業者との取引の増加，決済サービスの多様化

を踏まえ，消費者トラブルの未然防止，再発・拡大防止の観点から，トラブル

事例の情報提供や取引等に関する消費者教育を推進します。 

           （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

 

 

 

 

      

     

 

 

 

 

 

 

１ 第４章本文における「学校」とは，学校教育法第11条に規定する学校のうち，大学及び高

等専門学校を除いたものとする。 

2 第４章本文における「大学等」とは，大学，短期大学，専修学校等とする。 

３ 消費者コーディネーターとは，消費者教育を担う多様な関係者や場をつなぐため，間に立っ

て調整をする役割を担う者のこと。 

４ 金融リテラシーとは，金融に関する健全な意思決定を行い，究極的には金融面での個人の幸

福を達成するために必要な，金融に関する意識，知識，技術，態度及び行動の総体のこと。 

５ エシカル消費（ethical=倫理的な・道徳的な）とは，地域の活性化や雇用などを含む，人・

社会・地域・環境に配慮した消費行動のこと。（Ｐ65参照） 

６ 消費者市民社会とは，消費者の社会的役割や消費者教育推進の在り方を考える際の共通概念

であり，「消費者が，個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ，自らの

消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影

響を及ぼし得るものであることを自覚して，公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画す

る社会」（消費者教育の推進に関する法律第２条第２項）のこと。 

７ 消費者教育ポータルサイトとは，学校や地域等において消費者教育を実践するために役立つ

教材，取組事例，講師派遣等を行う団体，啓発チラシ・啓発動画の情報を収集し，提供する消

費者庁のウェブサイトのこと。 

８ 消費者団体とは，消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明，消費者に対する

啓発及び教育，消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費者の消費生活の安定及

び向上を図るための健全かつ自主的な活動に努める団体のこと。 

9 大学生等によるボランティア活動について，県では大学生等を「かごしま消費者ボランティ

ア188」として任命し，消費者ホットライン188の周知・広報，啓発キャンペーンや広報番組

への参加などに取り組んでいただいている。ボランティアの意見を踏まえた施策として，

Instagramでの情報発信や大学での啓発物配布なども行ったところ。 

「消費者教育の体系イメージマップ」（Ｐ28参照）の活用 

消費者教育の推進に当たっては，年代や学校，地域，家庭，職域等の様々

な場の特性に配慮する必要があり，「消費者教育の体系イメージマップ」の活

用が効果的です。 
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   展開方向2   配慮を要する消費者に係る消費者トラブルの未

       然防止とその救済  

    

配慮を要する消費者への見守り活動を行う消費者安全確保地域協議会の設置促

進・活性化や啓発に取り組むことにより，消費者トラブルを未然に防止し，トラ

ブルに遭った場合にも早期救済が図られるなど，配慮を要する消費者の安心・安

全な消費生活が確保される社会を目指します。 

    

 取組の内容 

  (1) 地域における見守り活動の充実           

  (2) 配慮を要する消費者への啓発 

 

(1) 地域における見守り活動の充実   

① 市町村における消費者安全確保地域協議会の設置促進・活性化  

配慮を要する消費者の消費者トラブルを防止するため，消費者安全法１に基

づく「消費者安全確保地域協議会」の設置及び活性化に向け，市町村への情

報提供や研修等を行い，地域での見守り体制の強化を図ります。 

                                    （消費者行政推進室） 

 

② 配慮を要する消費者の見守り体制の充実 

ａ 地域における見守り体制の支援 

・ 一人暮らしや夫婦のみの世帯の高齢者，障害者などで，身近に相談す

る人がいない，配慮を要する消費者の消費者トラブルを未然に防止する

ため，地域における見守り体制づくりや市町村における消費生活に関す

る見守り活動への取組を促進します。 

            （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所， 

社会福祉課，高齢者生き生き推進課，障害福祉課） 

・ 社会福祉協議会や地域で見守り活動を行っている様々な組織，民生委

員，ホームヘルパー等の見守り体制の構成員を対象に，消費者問題につ

いての理解を深めるための講座を開催するとともに，啓発用チラシの配

布等により情報を提供し，消費者トラブルを発見した場合の相談窓口の

周知を図ります。 

            （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所， 

                       社会福祉課，高齢者生き生き推進課，障害福祉課） 

 

b 地域見守りネットワークづくりの促進 

高齢者等の援護を必要とする人を地域全体で支えるネットワークづくり

を促進するため，地域住民が主体となった見守りグループの組織化を支援

します。 

                                  （高齢者生き生き推進課） 
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ｃ 地域包括支援センター２における相談支援 

高齢者が安心して生活を継続していけるよう，地域包括支援センターに

おいて，高齢者の各種相談に対応するとともに，消費者トラブルの防止に

関して，民生委員や介護支援専門員等へ必要な情報提供を行うなどの取組

を促進します。 

                                  （高齢者生き生き推進課） 

 

d 日常生活を営むのに支障がある者への支援 

認知症，知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又

は日常生活に支障がある方が，自立した地域生活を送れるよう，福祉サー

ビス利用支援事業や成年後見制度の利用を促進します。 

                     （社会福祉課，高齢者生き生き推進課，障害福祉課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※参照：高齢者・障がい者の見守り 
ガイドブック（消費者庁） 
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(2) 配慮を要する消費者への啓発 

① 県消費者安全確保地域協議会による情報共有と啓発 

・  県消費生活センターや関係機関・団体からなる「県消費者安全確保地域

協議会」において情報共有を行い，連携した効果的な取組を推進します。 

（消費者行政推進室，県消費生活センター，社会福祉課，高齢者生き生き推進課， 

                       県警生活安全企画課，県警生活環境課） 

・  県老人クラブ連合会と連携し，老人クラブの全会員に配布する機関紙に

おいて，うそ電話詐欺（特殊詐欺）３及びSNS型投資・ロマンス詐欺４等の

消費者被害への注意喚起を行うほか，県老人クラブ大会等において，消費

者トラブル防止のための啓発用のぼり旗を設置するなどの啓発活動を行い

ます。 

                                  （高齢者生き生き推進課） 

 

② うそ電話詐欺（特殊詐欺）３及びSNS型投資・ロマンス詐欺４等の消費者被

害防止に向けた広報活動 

関係機関・団体や市町村等と連携し，各種広報媒体を活用して消費者被害

を防止するための広報啓発活動を推進します。 

               （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所， 

                           くらし共生協働課，県警生活安全企画課） 

③ 配慮を要する消費者への情報提供 

配慮を要する消費者が自ら合理的な意思決定を行い，消費者トラブルを認

識し危機を回避したり，トラブルに遭った場合に適切に対処できるよう，配

慮を要する消費者に伝わりやすく工夫して情報提供を行います。 

               （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所， 

                         障害福祉課，県警生活安全企画課） 

④ 配慮を要する消費者への学習機会の提供 

・ 自治会や老人クラブ，特別支援学校等からの要請等に応じた消費生活講

座等を対面やオンラインで開催し，配慮を要する消費者への学習機会を提

供します。 

                （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

・ 「誰一人取り残さない，人に優しいデジタル化の実現」に向け，消費者

がデジタル機器に触れる，活用する機会の情報提供を行います。 

                                     （デジタル推進課） 

 

１ 消費者安全法とは，消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現

に寄与することを目的に定められた法律で，平成21年の消費者庁創設と同時に施行された。 

２ 地域包括支援センターとは，地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する

ことを目的として各市町村に設置されており，介護予防事業のマネジメント，高齢者やその家

族に対する総合的な相談・支援などの事業を一体的に実施している機関のこと。 

３ うそ電話詐欺（特殊詐欺）とは，被害者に電話をかけるなどして対面することなく信用させ，

指定した預貯金口座への振り込みその他の方法により，不特定多数の者から現金等をだまし取

る犯罪を総称したもののこと。 

４ SNS型投資詐欺とは，相手方が，主としてSNSその他の非対面での欺罔行為により投資を勧

め，投資名目で金銭等をだまし取る詐欺。SNS型ロマンス詐欺とは，相手方が，SNSその他の

非対面での連絡手段を用いて被害者と複数回やり取りすることで恋愛感情や親近感を抱かせ，

金銭等をだまし取る詐欺のこと。 
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   展開方向３   消費者の安全及び自主的かつ合理的な選択の機

       会の確保  

                                                                        

   商品・サービスの安全性の確保や，規格・表示の適正化等に取り組むことによ

り，信頼できる公正な環境の下，消費者が安全な商品・サービスを自主的かつ合

理的に選択して消費できる社会を目指します。 

    

 取組の内容 

  (1) 商品・サービスの安全性の確保  

  (2) 食品・医薬品等の安全性の確保 

  (3) 規格・表示等の適正化       

  (4) 生活関連商品の安定的な供給・情報提供  

  (5) 緊急時における速やかな情報提供 

 

(１) 商品・サービスの安全性の確保 

① 重大事故等の未然防止 

消費者の消費生活における被害を防止し，その安全を確保するため，消費

者安全法に基づく消費者事故等１の情報収集及び国への通知を行うとともに，

国や関係機関から得た消費者事故等に関する情報の周知を行います。 

（消費者行政推進室） 

 

② 子どもの安全確保のための情報発信 

・ 保護者，教育・保育施設などの幅広い関係者が，安全な製品の選択，正

しい利用により，子どもの身の回りの環境を整備して対策を立てられるよ

う，ホームページやSNS等を活用して，必要な情報発信を行います。 

                                    （消費者行政推進室） 

・ 子どもの周囲の大人たちが子どもを事故から守る正しい知識を身に付け

るよう関係パンフレットの送付などにより，市町村が行う乳幼児の事故防

止に係る啓発活動を推進します。 

                                      （子育て支援課） 

 

③ 製品の安全性の確保 

製品の安全性及び品質に関する表示の適正化を図り，消費者の利益を保護

するため，法律に基づく適正な表示のある製品を取り扱うよう，販売事業者

等の検査・指導を行います。 

（消費者行政推進室） 

 

④ 家庭用品の安全性の確保 

各種家庭用品に使用されている有害な化学物質による県民の健康被害を未

然に防止するため，保健衛生上の見地から，家庭用品の試験検査を行い，有

害物質を含有する違反製品の発見に努めるとともに，取り扱う店舗への立入

指導を行います。 

                                         （薬務課） 
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⑤ 液化石油ガスの安全性の確保 

液化石油ガスによる災害事故を未然に防止するため，液化石油ガス販売事

業者等に対する点検指導を行います。 

                                       （消防保安課） 

 

 

⑥ 住宅の安心・安全の確保 

ａ 住宅に関する相談窓口の設置 

消費者からの住宅全般に関する相談に対応するための相談窓口を設置し，

相談対応を行います。 

                                       （住宅政策室） 
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ｂ 住宅リフォームに関する相談体制の整備 

住宅リフォーム等に関する相談･情報提供に対応する人材を育成するため

に実施される研修会等への支援を行います。 

                                       （住宅政策室） 

 

ｃ 「安心して居住することができる民間賃貸住宅」情報の提供等 

高齢者，障害者，外国人及び子育て世帯等の住宅確保要配慮者が安心し

て入居できる民間賃貸住宅の登録や住宅確保要配慮者に対する居住支援を

行う法人の指定，県・市町村・居住支援団体・不動産団体で構成する協議

会の活動を通じて，住宅確保要配慮者及び賃貸人の安定した賃貸借関係が

構築されるよう必要な情報提供等を行います。 

                                       （住宅政策室） 

 

ｄ 宅地造成及び特定盛土等規制法の適切な運用 

盛土等による災害から県民の生命・財産を守るため，盛土等を行う土地

の用途やその目的にかかわらず，危険な盛土等を全国一律の基準で包括的

に規制します。 

                                       （盛土対策室） 

 

⑦ サービスの安全性の確保 

施設営業者の衛生，安全性に関する自主管理体制の確立を促進するため，

理容，美容，クリーニング，旅館，公衆浴場等生活衛生関係営業施設につい

ての監視・指導を行います。 

                                       （生活衛生課） 

 

⑧ 自転車の安全で適正な利用の広報啓発 

・  必要に応じて国民生活センターによる商品テストの結果等を活用し，消

費者へ自転車の安全な利用に向けた広報啓発を行います。 

                                    （消費者行政推進室） 

・  関係機関・団体や市町村等と連携し，自転車の安全で適正な利用に関す

る広報啓発活動を推進します。 

                                    （くらし共生協働課） 

 

(2) 食品・医薬品等の安全性の確保 

① 消費者の視点に立った食品の安全対策の実施 

ａ 「鹿児島県食の安心・安全推進条例」に基づく取組の実施 

鹿児島県食の安心・安全推進条例に基づき策定した「第４次鹿児島県食

の安心・安全推進基本計画（令和８年度～令和12年度）」に沿って，食品

の安全性の向上，食品表示の適正化による消費者への的確な情報提供，県

民をはじめとした関係者との情報・意見交換と信頼の確保など，食の安

心・安全の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進します。 

                （かごしまの食輸出・ブランド戦略室，生活衛生課，健康増進課） 
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ｂ 情報の伝達，リスクコミュニケーション２の推進 

食の安心・安全に関する正確かつ適切な情報の提供を行うとともに，生

産者，食品関連事業者，県民その他の関係者間における情報の共有及び信

頼関係の構築を促進するための情報及び意見を交換する機会の提供を行い

ます。 

                      （かごしまの食輸出・ブランド戦略室，生活衛生課） 

 

ｃ かごしまの農林水産物認証制度の推進 

「国際水準GAPガイドライン３」に準拠した新たな基準による運用を令

和７年度から開始した「かごしまの農林水産物認証制度」の円滑な推進と

県内生産者及び県内外消費者への理解促進を図ります。 

                            （かごしまの食輸出・ブランド戦略室） 

 

ｄ 食育・地産地消の推進 

「かごしまの“食”交流推進計画（第５次）（令和８年度～令和12年

度）」に基づき，健康・教育・農林水産業等の様々な分野の機関・団体と

連携しながら，本県ならではの多彩な食文化と農林水産業を生かした食

育・地産地消を推進し，県民の食に関する正しい知識と食を選択する力の

習得を図るとともに，県産農林水産物の利用促進に努めます。 

                            （かごしまの食輸出・ブランド戦略室） 

 

ｅ 畜産に関する消費者への理解促進 

県民の畜産及び畜産物についての理解を深め，消費者と生産者がふれあ

い，共生する畜産を確立するため，畜産フェアや体験学習会，環境美化・

衛生強化運動等を実施します。 

                                       （畜産振興課） 

 

ｆ 特用林産物４の安心・安全の確保・啓発 

特用林産物４の安心・安全を確保するため，認証制度の普及啓発や認証

品目のＰＲなどを実施します。 

                                       （森林経営課） 

 

ｇ 水産物の安心・安全の確保・啓発 

安心・安全な「かごしまのさかな」ブランド認定魚のＰＲ，普及を図る

とともに，その他の水産物についてもブランド化を推進するなど，安心・

安全な本県水産物のＰＲを実施します。 

                                       （水産振興課） 

 

② 検査・監視体制等の充実 

ａ 適正な農薬使用の指導 

農薬の適正な使用を推進するため，農薬使用者への指導や農薬販売業者

等への立入検査等を行います。 

                                       （経営技術課） 

 

ｂ 飼料の安全性確保のための指導 

安全な畜産物の生産を推進し，飼料の品質及び安全性の総合的確保を図

るため，飼料製造業者や畜産農家等への啓発・指導等を行います。 

                                       （畜産振興課） 
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ｃ 水産用医薬品の適正使用の推進 

水産用医薬品の適正な使用を推進するため，養殖業者への指導や衛生的

な養殖管理に関する普及啓発を行います。 

                                       （水産振興課） 

 

ｄ 食品衛生に係る監視指導 

食品の安全を確保し，飲食に起因する衛生上の危害の発生防止を図るた

め，食品衛生法の規定に基づき，食品関係施設の監視指導及び食品，食品     

添加物等の収去検査を行います。 

                                       （生活衛生課） 

 

ｅ 食鳥検査の実施 

食鳥肉の安全確保を図るため，食肉衛生検査所において大規模食鳥処理

場（年間30万羽超）の食鳥検査を行うとともに，施設の衛生管理及び食鳥

肉の取扱いについて，監視・指導を行います。また，保健所において認定

小規模食鳥処理場（年間30万羽以下）に対する定期的な監視・指導を行い

ます。 

                                       （生活衛生課） 

 

ｆ と畜検査の実施 

食肉の安全確保を図るため，食肉衛生検査所や離島保健所において，と

畜場のと畜検査を行うとともに，施設の衛生管理及び食肉の取扱いについ

て，監視・指導を行います。 

                                       （生活衛生課） 

 

③ 医薬品等に係る監視指導 

医薬品，医薬部外品，化粧品，再生医療等製品及び医療機器の製造（製造

販売）業者及び販売業者に対して，保健衛生上の危害が生じないように指導

監督するとともに，県民に対し医薬品の正しい使用方法等に関する知識の普

及啓発を行います。                         

                                         （薬務課） 

(3) 規格・表示等の適正化 

① 食品表示の監視・指導 

・ 食品表示制度の普及啓発を行います。 

            （健康増進課，生活衛生課，薬務課，かごしまの食輸出・ブランド戦略室） 

・ 食品表示の適正化を推進するため，食品表示に係る各種情報や事業者か

らの事前相談を一元的に受け付ける「食品表示110番」窓口の迅速かつ適

切な運営を図ります。 

（消費者行政推進室，健康増進課，生活衛生課，薬務課，計量検定所， 

かごしま食輸出・ブランド戦略室） 

・ 食品表示実態調査等の実施により，監視・指導を行います。 

            （森林経営課，健康増進課，生活衛生課，薬務課，水産振興課， 

                 かごしまの食輸出・ブランド戦略室，農産園芸課，畜産振興課） 
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・ 県民の健康保持・増進のため，食品業界等への指導を行い，食品の栄養

成分表示等の適正化を図ります。 

                                       （健康増進課） 

・ いわゆる「健康食品」５の健康増進保持効果等に関する虚偽誇大広告等

の禁止及び広告の適正化や医薬品的効能効果の標榜に係る消費者や事業者

等からの相談に対応します。 

                                   （健康増進課，薬務課） 

・ 店舗及びインターネット等で販売されているいわゆる「健康食品」５の

医薬品的効能効果の標榜について監視・指導を行います。 

                                         （薬務課） 

 

② 景品表示法に基づく指導等 

事業者及び事業者団体における法令遵守の取組を促進するとともに，過大

な景品の提供や不当な表示を行う事業者に対し，同法に基づく厳正な執行を

行い，適正な景品提供や表示を確保します。 

また，県民や事業者から，違反の疑いのある事実に関する情報提供や，景

品又は表示についての相談が積極的に行われるよう,受付窓口の周知を図りま

す。 

                                    （消費者行政推進室） 

③ 計量の適正化のための立入検査等の実施 

計量法の目的である適正な計量の実施を確保するため，計量法で定める特

定商品について量目調査を実施するほか，法に基づく各種計量器の検定・検

査，計量関係事業者（水道・ガス等）への立入検査，一般消費者を対象に計

量教室・量目調査会等を実施します。 

                                       （計量検定所） 

 

(4) 生活関連商品の安定的な供給・情報提供 

① 価格動向・需給状況等の調査・監視 

生活関連商品の価格動向及び需給状況の調査・監視を行うとともに，県内

の離島と本土との価格差の大きい生活関連商品については，流通実態調査等

を通じて関係団体に対し，価格差縮小に向けて協力要請を行います。 

                                    （消費者行政推進室） 

 

② 物価情報の提供 

物価調査及び特定物資調査の結果を「物価情報」として取りまとめ，市町

村及びその他関係行政機関へ送付するとともに，県のホームページに掲載し，

情報提供を行います。 

                                    （消費者行政推進室） 

 

③ 生活関連商品の安定的な供給等の協力要請 

災害その他緊急な事態が発生した場合に，本庁及び出先機関の価格調査員

が生活関連商品の価格動向及び需給状況を調査し，必要に応じて当該商品の

円滑な供給その他必要な措置をとるよう事業者に協力を求めます。 

                                    （消費者行政推進室） 
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④ 緊急時における不適正な事業活動の是正勧告 

生活関連商品の需給の状況又は価格の動向が消費生活に著しい影響を及ぼ

す場合等の緊急時において，事業者の買占め・売惜しみなど不適正な事業活

動に対し，売渡し勧告や価格の引下げ勧告を行います。 

                                    （消費者行政推進室） 

(5) 緊急時における速やかな情報提供 

災害その他の非常の事態においても，消費者が合理的に行動することができ

るよう，不確かな情報の拡散や不確かな情報に影響を受けて物資の買いだめを

行うといった消費行動や,災害等に便乗した悪質商法に関する注意喚起を行うた

め，ホームページ，SNSなど様々な媒体を通じて，迅速で正確な情報提供を行

います。                   

                （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 消費者事故等とは，消費者安全法第２条第５項に規定する「消費者事故等」のこと。事業者が   

その事業として供給する商品や役務等の消費者による使用等に伴い生じた事故であり，消費者の   

生命又は身体について一定程度の被害が発生したものなどをいう。（消費者安全法に基づく通知   

までの流れについてはP53参照） 

2 リスクコミュニケーションとは，消費者や関係者などとの間でリスクに関する情報・意見を相 

互に交換することをいう。 

３ 「国際水準GAPガイドライン」とは，国際的に求められるGAPの取組事項を，食品安全，環境

保全，労働安全，人権保護，農場経営管理の5分野について，我が国共通の取組基準として令和

４年３月に農林水産省が策定したものをいう。 

ＧＡＰ（Good Agricultural Practices）とは，農場生産の各工程の実施，記録，点検及び

評価を行うことによる持続的な改善活動のこと。 

４ 特用林産物とは，主として森林原野において産出されてきた産物で，通常林産物と称するもの

（加工炭を含む。）のうち，一般用材を除く品目の総称。森で採れる多彩な産物のうち，木材を

除くほぼ全てのものが「特用林産物」に含まれる。きのこ類をはじめ，くり，くるみ等の樹実類，

木ろう等の樹脂類，わらび，わさび等の山菜類など。 

５ いわゆる「健康食品」とは，法律上の定義は無く，医薬品以外で経口的に摂取される，健康の

維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり，そのような効果を期待して摂られてい

る食品全般を指しているもののこと。 
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   展開方向４   消費者トラブルの未然防止とその救済 

                                                                        

   各種広報媒体を活用した情報提供・広報啓発活動や消費者取引の適正化，法令

に違反する事業者への厳正な対処等に取り組むことにより，消費者トラブルの未

然防止とその救済が図られ，安心・安全な消費生活が確保される社会を目指しま

す。 

    

 取組の内容 

  (1)  消費者トラブルの未然防止等 

  (2) 消費者取引の適正化       

  (3) 紛争の適切な解決の促進    

 

(1) 消費者トラブルの未然防止等 

① 消費者トラブルに関する情報提供の充実 

くらしの情報紙「マイライフかごしま」，ホームページ，SNS等による消

費者への情報提供や報道機関への積極的な情報提供を行います。 

（消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

 

② うそ電話詐欺（特殊詐欺）１及びSNS型投資・ロマンス詐欺２等の消費者被

害防止に向けた広報活動 

関係機関・団体，市町村等と連携し，各種広報媒体を活用して消費者被害

を防止するための広報啓発活動を推進します。 

            （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所， 

                          くらし共生協働課，県警生活安全企画課）                    

 

③ 多重債務問題への取組の実施 

・ 多重債務についての相談受付や多重債務問題に関する啓発を行うほか，

関係課室等で構成する「多重債務者対策庁内連絡会議」において，情報交

換等を行い，連携して対策を推進します。 

                                    （消費者行政推進室） 

・ 県多重債務・ヤミ金融等対策協議会において，県弁護士会及び県司法書

士会等と連携し，借金・債務整理に関する無料法律相談会を県内各地で実

施するほか，県消費生活センターにおいても，多重債務に関する弁護士と

消費生活相談員との共同相談を行います。 

                          （消費者行政推進室，県消費生活センター） 

・ 多重債務・ギャンブル依存症により精神的な不安を抱えている方を対象

に，借金・多重債務に関する無料法律相談会において「こころの悩み相談」

を行います。 

                              （消費者行政推進室，障害福祉課） 

・ ギャンブル依存症対策に関する消費者向けの情報提供を行うとともに，

ギャンブル依存症が疑われる方への適切な医療支援が行われるよう，相談

窓口と精神保健福祉センターや保健所等との連携を図ります。 

          （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所，障害福祉課） 
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・ 県精神保健福祉センターにおいて，医師による依存症専門相談の実施や，

依存症家族教室の開催，自助グループに対する指導・助言を行い，ギャン

ブル依存症問題の解決に取り組みます。 

                                       （障害福祉課） 

 

④ 適格消費者団体３との連携 

消費者被害の未然防止の観点から，差止請求を行うことのできる適格消費

者団体３との連携を図ります。 

               （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

 

(2) 消費者取引の適正化 

①  特定商取引法に基づく事業者への指導等 

県内の相談情報の分析等を行い，苦情相談の対象となっている問題のある

事業者に対して，特定商取引法等に基づく行政指導・行政処分等を適切に執

行します。 

また，国・近隣県・警察などとの連携による悪質事業者の情報交換を行い，

消費者被害拡大の防止に努めます。 

                           （消費者行政推進室，くらし共生協働課） 

 

② 貸金業法に基づく事業者への指導等 

貸金業を営む者についての必要な指導を行うとともに，業界団体の適正な

活動促進，適正な運営を確保し，資金需要者等の利益の保護を図ります。 

                                    （消費者行政推進室） 

 

③ 貸金業法の無登録業者等への対応 

無登録営業に係る苦情等を含め，犯罪の疑いのある情報を入手した場合は，

当該情報を警察へ提供し，警察との連携を図ります。 

また，苦情等において預金口座の不正利用に関する情報を入手した場合は，

同口座の凍結のために警察へ速やかに情報提供を行い，被害の拡大防止に努

めます。 

                            （消費者行政推進室，県警生活環境課） 

 

④ 警察による取締りと被害拡大防止対策の推進 

警察に寄せられる相談に適切に対応するとともに，消費者行政推進室や消

費生活センターとの連携による違反情報の収集・分析を行い，悪質事業者に

対する取締りを強化します。 

併せて，消費者を保護し，被害の拡大を防止するため，消費者からの相談

電話を受理し，助言・指導を行います。 

                                     （県警生活環境課） 

 

⑤ 割賦販売法に基づく前払式特定取引事業者への指導等 

前払式特定取引業者（友の会，冠婚葬祭互助会）に対して，消費者の利益

を保護するための適正な業務運営を行うよう指導等を行います。 

                                    （消費者行政推進室） 

 

 

60



 

⑥ 宅地建物取引業法に基づく事業者への指導等 

宅地建物取引において，免許業者に宅地建物取引業法違反のおそれがある

場合，必要な調査を実施した上で，適切な指導等を行い，もって消費者の利

益の保護を図ります。 

                                         （建築課） 

 

⑦ 旅行業法に基づく事業者への指導等   

旅行業法に基づく旅行業者等への立入検査など，業務の適正な運営の確保

に必要な指導等を行い，旅行業務に関する取引の公正の維持，旅行の安全の

確保及び旅行者の利便の増進を図ります。 

（ＰＲ観光課） 

 

(3) 紛争の適切な解決の促進 

① 生活安定審議会消費者苦情処理部会の調停等の活用 

県消費生活センターや大島消費生活相談所によるあっせんで解決に至らな

かった案件について，申出者が県生活安定審議会の調停による処理を希望す

るなどの一定の要件を満たす場合は，同審議会苦情処理部会に付託し，消費

者と事業者の調停手続を行い紛争解決の促進を図ります。 

（消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

 

② 紛争解決手続機関の活用促進 

消費者被害をもたらした商品・サービスの特性等を踏まえ，民間事業者に

よるADR４（裁判外紛争解決手続），ODR５（オンラインADR）を周知し，

活用促進を図ります。 

また，国民生活センターの紛争解決委員会による紛争解決制度の利用促進

を図ります。 

                         （県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

 

 

 

 

 

１ うそ電話詐欺（特殊詐欺）とは，被害者に電話をかけるなどして対面することなく信用させ，

指定した預貯金口座への振り込みその他の方法により，不特定多数の者から現金等をだまし取

る犯罪を総称したもののこと。 

２ SNS型投資詐欺とは，相手方が，主としてSNSその他の非対面での欺罔行為により投資を勧

め，投資名目で金銭等をだまし取る詐欺。SNS型ロマンス詐欺とは，相手方が，SNSその他の

非対面での連絡手段を用いて被害者と複数回やり取りすることで恋愛感情や親近感を抱かせ，

金銭等をだまし取る詐欺のこと。 

３ 適格消費者団体とは，不特定多数の消費者の利益を擁護するために，差止請求権を適切に行

使できる専門性などの要件を満たしたうえで，内閣総理大臣によって認定された消費者団体の

こと。 

４ ADR（Alternative Dispute Resolution：裁判外紛争解決手続）とは，裁判によらず公正

中立な第三者が当事者間に入り，話し合いを通じて解決を図る手続のこと。 

５ ODR（Online Dispute Resolution）とは，デジタル技術を活用して調停等の紛争解決手続

（ＡＤＲ）をオンライン上で実施するもののこと。 
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   展開方向５   持続可能な社会の実現に向けた消費者と事業

者との連携  

                                                                        

   消費者は消費者市民社会１の一員として，食品ロスの削減やエシカル消費２の実

践など持続可能な社会の形成に積極的に参画するとともに，事業者は環境や社会，

地域等に配慮した生産を通じて，消費者からの信頼を獲得できる社会を目指しま

す。 

    

 取組の内容 

  (1)  食品ロス削減の推進             

  (2)  環境に配慮した消費行動等の促進                         

  (3)  持続可能な社会の形成に資する取組の推進                     

 

(1) 食品ロス削減の推進 

① 消費者の食品ロス削減に対する取組の推進 

・ 消費者に対し，食品ロス削減のために暮らしの中で意識して実践できる

内容の普及啓発を行います。 

（消費者行政推進室） 

・ 食品ロス削減の取組推進のため，消費者に対し，賞味期限と消費期限の

違い等，期限表示の正しい理解を促進します。 

                                       （生活衛生課） 

・ 食品ロス削減月間（10月）を中心に，県民の食品ロス削減に対する意識

を高める取組を行います。 

                                    （消費者行政推進室） 

・ 消費者に対し，宴会シーズンや季節商品の予約時期など，消費の機会を

捉え，30･10（さんまる いちまる）運動などの情報発信等を行います。 

                                （廃棄物・リサイクル対策課） 

・ 食品ロス削減を含めた食育等の取組推進のため，学校給食や教科学習を

通じて，食品ロスの削減に関する理解と実践を促します。 

                   （義務教育課，高校教育課，特別支援教育課，保健体育課） 

・ 食品ロス削減のため，安心して食べ残しの持ち帰りができるよう「食べ

残し持ち帰り促進ガイドライン３」についてホームページ等で周知します。 

               （消費者行政推進室，廃棄物・リサイクル対策課，生活衛生課， 

かごしまの食輸出・ブランド戦略室） 

 

② 農林漁業者・食品関連事業者等の食品ロス削減に対する取組の推進 

・ 食品ロス削減等に協力・貢献する取組を行う飲食店や小売業者等の登録

を推進します。また，外食産業に対し，30･10（さんまる いちまる）運

動の普及啓発を行います。 

（廃棄物・リサイクル対策課） 
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・ 食品関連事業者等が食品ロス削減の観点から，賞味期限又は消費期限を

設定できるよう，「食品期限表示の設定のためのガイドライン」の普及啓

発を行います。 

                                   （生活衛生課） 

 

・ 農林水産物については，色や形状が標準と異なるため市場価値が低くな

る規格外品や，これまで未利用であった部位などの新たな価値への転換，

食品寄附４等による有効活用（加工・販売等）を促進します。 

           （森林経営課，水産振興課，かごしまの食輸出・ブランド戦略室） 

・ 食品関連事業者による食品循環資源の再生利用等を促進する食品リサイ

クル法について，ホームページ等で周知します。 

                       （かごしまの食輸出・ブランド戦略室） 

・ 食品関連事業者等が行う食品ロス削減の取組事例をホームページ等で紹

介します。 

                               （消費者行政推進室） 

・ 事業者が「安全・安心な食べ残し持ち帰り」の推進を図ることができる

よう，「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン３」についてホームページ等で

周知します。 

             （消費者行政推進室，廃棄物・リサイクル対策課，生活衛生課） 

 

③ 市町村の食品ロス削減に対する取組の促進 

食品ロス削減の取組について，市町村に情報提供するとともに，市町村の

取組をホームページ等で紹介します。また，市町村の食品ロス削減推進計画

の策定を支援します。 

                  （消費者行政推進室，廃棄物・リサイクル対策課） 

 

④ 未利用食品等の活用（食品寄附４）の促進 

・ フードバンク活動を含めた未利用食品等の有効活用のための周知・広報

を行い，地域における関係者相互の理解と関心を高め，地域主体による取

組を促進します。 

      （消費者行政推進室，森林経営課，社会福祉課，子ども福祉課，水産振興課， 

かごしまの食輸出・ブランド戦略室） 

・ 食品寄附活動の社会的信頼の向上と活動定着のため「食品寄附ガイドラ 

イン」について普及啓発を行います。 

      （消費者行政推進室，森林経営課，社会福祉課，生活衛生課，子ども福祉課， 

水産振興課，かごしまの食輸出・ブランド戦略室） 

・ 災害時用備蓄食料や職員用災害備蓄食料の更新により発生する食品につ

いて，フードバンク活動団体などへ提供・配布し，食品ロス削減に向けた

取組を行います。 

                                   （危機管理課） 
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(2) 環境に配慮した消費行動等の促進 

①  循環型社会の形成 

・ 廃棄物の適正処理や減量化，リサイクルを推進するために，県民及び事

業者への啓発活動を行います。 

                           （廃棄物・リサイクル対策課） 

・ マイバッグキャンペーンなどを通じて，プラスチックごみの削減を促進

します。 

                                （廃棄物・リサイクル対策課） 

・ 消費者が循環資源を活用した製品を積極的に利用し，その消費拡大に協

力するなど，環境に対する負荷の軽減に努めるよう，普及啓発を行います。 

                                （廃棄物・リサイクル対策課） 

② 地球環境保全活動の推進 

節電・節水や省エネ製品の利用など，地球環境の保全に向けた実践活動に

取り組む「地球環境を守るかごしま県民運動」を県民，事業者，行政が一体

となって推進します。    

                        （地球温暖化対策室） 

 

③ 「デコ活５」の推進 

脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを目指す「デコ活（国民運動）」を

推進し，国民・消費者の行動変容，ライフスタイルの転換を図ります。 

                              （地球温暖化対策室） 

 

④ 水素及び再生可能エネルギーの導入促進 

本県の地域特性を生かした水素や再生可能エネルギーの導入促進を図るた

め，水素・再エネに関するイベント出展や学生を対象とした教育学習等の開

催を通じた普及啓発活動を行います。 

                                    （エネルギー対策課） 

 

⑤ 環境教育・環境学習の推進 

将来を担う子どもとその保護者に対し，自然や暮らしの中での体験活動や

実践体験等を通じて，環境問題への関心や理解を深め，課題解決につながる

具体的な行動を促し，環境学習を推進します。 

                                    （地球温暖化対策室） 

 

⑥ 環境に配慮した農産物の理解促進等 

有機農産物等の環境に配慮した農産物に対する理解と関心の促進を図りま

す。 

                                       （経営技術課） 
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(3) 持続可能な社会の形成に資する取組の推進 

① エシカル消費２（人や社会・環境に配慮して消費者が自ら考える賢い消費     

行動）の推進 

ａ エシカル消費２の普及啓発 

持続可能な社会の形成に資するような事業者の取組や商品・サービスの

情報を発信することにより，消費者が持続可能性に配慮した商品・サービ

スを選択的に利用できるようにします。 

                                    （消費者行政推進室） 

 

ｂ 生態系や資源の持続性に配慮したものとして認証ラベル・マークが表     

示された商品の選択的購入 

水産資源の持続的利用や環境に配慮した養殖業として認定する国際認証

の取得促進を図ります。 

                                       （水産振興課） 

 

ｃ 地域で生産された農林水産物の選択的購入（地産地消） 

地域活性化や食材の輸送距離が減ることによるフードマイレージ（輸送

に伴うＣＯ２排出量などの環境負荷）削減につながる地産地消を推奨しま

す。 

            （森林経営課，水産振興課，かごしまの食輸出・ブランド戦略室） 

 

② 消費者志向経営（消費者と共創・協働して社会価値を向上させる経営）へ

の取組の推進 

事業者に対し，国が実施する「消費者志向自主宣言・フォローアップ活動６」へ

の参加を呼びかけ，その普及を図ります。 

また，消費者志向経営への取組が社会的に評価されるよう，取組を進めて

いる事業者の情報を発信します。 

                                （消費者行政推進室） 
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１ 消費者市民社会とは，消費者の社会的役割や消費者教育推進の在り方を考える際の共通概念

であり，「消費者が，個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ，自らの

消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影

響を及ぼし得るものであることを自覚して，公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画す

る社会」（消費者教育の推進に関する法律第２条第２項）のこと。 

２ エシカル消費については，前頁（Ｐ65）コラム参照 

３ 「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン」は，食品ロス削減の取組として，事業者が消費者に

よる食べ残し持ち帰りについて合意する際に,民事上及び食品衛生法（昭和22年法律第233号）

等の行政法規上留意すべき事項を整理の上，事業者としてあらかじめ対応しておくべき事項を

整理すると共に，食べ残し持ち帰りの申出を行う消費者に求められる行動について整理するこ

とで，食べ残し持ち帰りに当たっての法的及び衛生的なリスクの低減を図り，食べ残し持ち帰

りに係る事業者及び消費者双方の意識の変化や行動変容を推進し，食べ残し持ち帰りが双方協

力の下で促進されることを目的とするものである。 
   消費者及び事業者がそれぞれの食品衛生に関する留意事項を理解し，食品ロスの削減に取り

組むことが重要とされている。    
４ 食品寄附とは，未利用食品等を，食品関連事業者その他の者から無償で提供を受け，貧困，

災害等により必要な食べ物を十分に入手することができない者にそれを提供するための活動の

こと。（「食品寄附ガイドライン（Ｐ１）より」） 

５ デコ活とは，二酸化炭素（CO2）を減らす（DE）脱炭素（Decarbonization）と，環境に

良いエコ（Eco）を含む“デコ”と活動・生活を組み合わせた言葉で，2050年カーボンニ

ュートラル及び2030年度削減目標の実現に向けて，脱炭素に関する消費者の身近な行動変容，

ライフスタイル転換を後押しする国民運動のこと。脱炭素につながる将来の豊かな暮らしの全

体像・絵姿を紹介するとともに，国・自治体・企業・団体等が連携し，国民・消費者の新しい

暮らしを後押しするもの。 

６ 消費者志向経営推進組織（事務局：消費者庁）では，各企業において消費者志向経営に誠実

に取り組むことについて自主宣言を行うとともに，そのフォローアップを行う活動を呼びかけ，

企業の取組の普及を図っている。 
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   展開方向６   どこに住んでいても質の高い相談を受けられ

る体制の充実  

                                                                        

   消費生活相談窓口やその役割の周知を図るとともに，市町村における消費生活

相談体制の充実に向けた支援や，県消費生活センター等の機能強化に取り組むこ

とにより，どこに住んでいても質の高い相談を受けられ，安心・安全が確保され

る社会を目指します。 

    

 取組の内容 

  (1)  消費生活相談窓口の認知度向上             

  (2)  消費生活相談員等の知識・技能の向上                        

  (3)  市町村消費生活相談体制の充実への支援                      

   (4)  県消費生活センター等の機能強化                

   (5)  相談体制の充実・強化   

 

(1) 消費生活相談窓口の認知度向上 

① 消費者ホットライン及び消費生活相談窓口の周知・啓発 

市町村と連携し，広報紙やホームページ，SNS等を活用して「消費者ホッ

トライン１８８」や県消費生活センター，大島消費生活相談所，市町村の消

費生活相談窓口の積極的な広報を行い，相談することの重要性と誰でも気軽

に消費生活相談ができることを周知します。 

                             （消費者行政推進室） 

 

② 訪日外国人及び在留外国人が利用できる消費生活相談窓口の周知・啓発 

・ 訪日外国人の消費者トラブルに多言語で対応する訪日観光客消費者ホッ

トライン１について，積極的に広報し，周知します。 

                                          （消費者行政推進室，ＰＲ観光課） 

・ 通訳を必要とする在留外国人が出入国在留管理庁の通訳支援事業等を活

用して消費生活に関する相談ができる窓口を積極的に広報し，周知します。 

       （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所，くらし共生協働課） 

・ 県内在住のより多くの在留外国人に消費生活相談窓口の周知が図られる 

よう，県の関係団体を通じた情報発信を行います。 

                                         （全所属） 

 

③ 海外事業者との取引（越境取引）に係る相談窓口の周知・啓発 

海外事業者との消費者トラブルに対応する国民生活センター越境消費者セ

ンター２について，積極的に広報し，周知します。 

（消費者行政推進室） 

 

(2) 消費生活相談員等の知識・技能の向上 

消費生活相談員や消費者行政を担当する行政職員の資質の向上等を図るため，

国民生活センターや民間団体等が実施する研修・講座の情報提供等を行い，研

修等の参加を促進します。 

                                    （消費者行政推進室） 
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(3) 市町村消費生活相談体制の充実への支援   

① 消費生活相談員の配置促進 

市町村の消費生活相談体制の充実のため，単独で新たな消費生活相談員の

配置や消費生活センターの設置を検討する町村に対し，必要な情報提供や助

言を行います。 

また，単独では消費生活相談員を配置することや消費生活センターを設置

することが困難な町村に対しては，地域の実情に応じた広域連携の活用など

の情報提供や助言を行います。 

                                                    （消費者行政推進室） 

 

② 消費生活相談員人材バンクの設置 

市町村の消費生活相談体制の強化を図るため，「鹿児島県消費生活相談員

人材バンク」を県に設置し，相談員の採用を希望する市町村と消費生活相談

員として就業を希望する者との仲介を行います。 

（消費者行政推進室） 

 

③ 市町村ホットラインによる市町村への支援 

県消費生活センターに市町村の消費生活相談窓口の相談員等から相談を受

けるためのホットライン（専用電話回線）を設置し，市町村の円滑な相談へ

の支援を行います。 

                                            （県消費生活センター） 

 

④ 市町村相談員等の実務研修の実施 

市町村の経験年数の少ない消費生活相談員等を中心に，県消費生活セン

ターでの研修受入や，県消費生活相談員による市町村訪問により，具体的な

助言等を行い，消費生活相談窓口での円滑な相談への支援を行います。 

                                     （県消費生活センター） 

 

⑤ 市町村相談担当職員等に対する研修会の実施 

市町村の消費生活相談体制の充実・強化を図るため，市町村消費生活相談

員等を対象とした研修を行うとともに，市町村との連携した取組を強化する

ため，市町村消費者行政担当課長等会議を行います。 

（消費者行政推進室，県消費生活センター） 

 

⑥ 市町村間の連携への支援 

市町村における相談対応力の向上を図るため，市町村間の情報交換や事例

研究等による連携を支援します。 

                （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

 

(４) 県消費生活センター等の機能強化 

① 県消費生活センター等の目指す姿 

県内の消費生活相談窓口の中核として，県消費生活センター等の機能向上

を図るとともに，県民がどこに住んでいても質の高い相談を受けることがで

きるよう，県全体の相談体制の整備・充実に向け，市町村を支援します。 

（消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 
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② 窓口機能の強化 

高度の専門的知識・技術を要する相談を適切に処理できるよう相談対応力

の向上を図るとともに，専門家等との相談ネットワーク機能の強化を図りま

す。 

                   （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

 

③ 広域的な相談窓口としての機能発揮 

市町村の区域を越えた広域的な見地を必要とする相談への対応を行います。 

また，県内の相談情報を分析し，新手・悪質な手口による消費者被害や多

発しているトラブルについての相談，高い専門性が必要な相談の処理方法等

について，市町村の相談窓口に情報提供を行います。 

             （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

 

④ 市町村への支援 

・ 高度の専門的知識・技術を要する相談について，市町村に助言するとと     

もに，連携して解決にあたります。 

また，市町村支援を行う消費生活相談支援員を配置します。 

               （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

・ 消費生活相談のＤＸ化の円滑な推進に向けて，市町村に必要な情報提供     

を行います。 

                                    （消費者行政推進室） 

⑤ 消費者教育の推進及び担い手の支援 

消費者教育の推進拠点として，集積された様々な情報を活用して，消費者

教育を推進するとともに，消費者教育の担い手を支援します。 

                （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

 

(５) 相談体制の充実・強化 

① 関係機関・団体との連携強化 

・ 消費者教育や各種相談に対する助言等を行う関係機関・団体との連携強

化を図ります。 

                （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

・ 在留外国人等の消費者トラブルについて，市町村や関係機関と連携した

相談対応や防止のための啓発に取り組みます。 

                （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

② 県弁護士会等との連携強化 

消費生活相談窓口に寄せられる相談のうち，特に高度な法律的判断を必要

とする案件について，県内の相談員等が専門的な助言を得ることができるよ

う，県弁護士会等との連携強化を図ります。   

                            （消費者行政推進室，県消費生活センター） 

 

１ 訪日観光客消費者ホットラインとは，訪日外国人等が，日本滞在中に消費者トラブルにあった

場合に相談できる電話相談窓口のこと。（対応言語は英語，中国語，韓国語，タイ語，ベトナム

語，フランス語，日本語。電話番号「03-5449-0906」） 

2  国民生活センター越境消費者センターとは，海外の事業者との間での取引でトラブルにあった

消費者のための相談窓口のこと。運営は国民生活センター。 
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第５章 関係機関・団体との連携 

 

この計画は，県の取組とともに，関係機関・団体がそれぞれの役割を担い，相互

の協力・協働により進める必要があります。 

また，同様の行政課題を抱える全国の自治体との連携を図るとともに，必要に応

じ，国に対して要請を行うなどの働きかけを行っていきます。 

 

１ 国・他の都道府県・市町村・警察との連携 

 (1) 国・他の都道府県との連携 

消費者行政の効果的な推進，消費者トラブルの未然防止，消費者の安全及び

公正な取引環境の確保等のため，国や他の都道府県と積極的に情報交換等を行

います。                               

 (2) 市町村との連携 

消費者行政を効果的に推進するため，県と市町村の役割分担を踏まえ，県と

市町村が連携し，情報交換や困難事案の解決等に取り組みます。 

(3)  警察との連携 

       消費者トラブルの未然防止，被害防止及び被害者救済のため，若年消費者連

絡協議会や消費者安全確保地域協議会において情報交換・協議を行うなど，連

携を図ります。 

    また，警察と連携して，うそ電話詐欺（特殊詐欺）１及びSNS型投資・ロマ

ンス詐欺２等の消費者被害を防止するための広報啓発活動を推進します。 

 

２ 関係団体との連携 

 (1) 消費者団体3との連携 

消費者トラブルの未然防止，拡大防止のため，消費者団体３による地域にお

ける消費者教育や消費者教育を担う人材育成のための活動を促進するとともに，

消費者団体3の地域の様々な主体との連携・協力した取組を支援します。 

また，消費者被害の未然防止の観点から、差止請求を行うことのできる適格

消費者団体4に対し，必要に応じて消費生活相談等に関する情報を提供するなど

連携を図ります。 

 (2) 事業者団体との連携 

事業者団体と連携し，事業者による法令遵守や消費者志向経営の取組を促進

します。 

また，事業者・事業者団体が行う職域における消費者教育を促進するととも

に，消費生活に関する情報を提供します。 

 (3) その他の団体との連携 

消費者トラブルの救済や多重債務問題などの専門的知識を必要とする相談に

ついて，弁護士会や司法書士会等専門機関と情報交換を行い，連携して対応し

ます。 

また，消費生活に関して専門的知識を有する弁護士会や司法書士会の講座情

報の提供を行うことにより，団体の様々な場における消費者教育を支援します。 

 

３ 消費者，事業者等の意見の消費者施策への反映 

知事の附属機関として設置されている「鹿児島県生活安定審議会」において，

様々な立場で参画する委員に，消費生活の安定及び向上に関する事項等についての

意見を求め，消費者施策への反映を図ります。 
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１ うそ電話詐欺（特殊詐欺）とは，被害者に電話をかけるなどして対面することなく信用させ，

指定した預貯金口座への振り込みその他の方法により，不特定多数の者から現金等をだまし取る

犯罪を総称したもののこと。 

２ SNS型投資詐欺とは，相手方が，主としてSNSその他の非対面での欺罔行為により投資を勧

め，投資名目で金銭等をだまし取る詐欺。SNS型ロマンス詐欺とは，相手方が，SNSその他の

非対面での連絡手段を用いて被害者と複数回やり取りすることで恋愛感情や親近感を抱かせ，金

銭等をだまし取る詐欺のこと。 

3 消費者団体とは，消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明，消費者に対する啓

発及び教育，消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費者の消費生活の安定及び向

上を図るための健全かつ自主的な活動に努める団体のこと。 

４ 適格消費者団体とは，不特定多数の消費者の利益を擁護するために，差止請求権を適切に行使

できる専門性などの要件を満たしたうえで，内閣総理大臣によって認定された消費者団体のこと。 
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第６章 計画の推進に当たって  

 
県は，この計画に基づき県民の消費生活の安定と向上を図っていくため，社会

経済情勢，消費者庁や消費者委員会における地方消費者行政の充実・強化に関す

る政策の検討・展開の状況等を踏まえながら，計画に掲げられている施策の方向

をより一層具体化するとともに，計画の適切な進行管理を図っていきます。 

 

１ 消費者行政推進本部の運営  

 

庁内各部局等の長からなる消費者行政推進本部を運営し，消費者行政の総合調

整及びその一体的な推進を図り，計画の着実な実施を推進します。 

 

２ 数値目標  

 

消費者施策の推進を図り，その進捗状況を把握するため，数値目標（別表１）

を設定します。  
また，この計画の取組のうち，他の計画等において数値目標等が設定されてい

るものについては，関連計画の数値目標等（別表２）としてこの計画に記載し，

その推進状況を把握していきます。 

 

３ 計画の進行管理  

 

 (1) 県生活安定審議会への報告及び公表 

    計画の進捗状況については，毎年度，県生活安定審議会に報告し，その評 

   価を行うとともに，公表します。  

        

  (2) 計画の見直し   

       県民の消費生活をめぐる社会経済情勢の変化，消費者庁や消費者委員会に 

   おける地方消費者行政の充実・強化に関する政策の検討・展開の状況等を踏 

   まえながら，必要に応じて計画の見直しを行います。 
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別表１　数値目標

1 2 3 4 5 6

全
て
の
消
費
者
に
お
け
る
ラ
イ
フ
ス
テ
ー

ジ
に
応
じ
た

体
系
的
・
継
続
的
な
消
費
者
教
育
等
の
推
進

配
慮
を
要
す
る
消
費
者
に
係
る
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
の

未
然
防
止
と
そ
の
救
済

消
費
者
の
安
全
及
び
自
主
的
か
つ
合
理
的
な
選
択
の

機
会
の
確
保

消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
の
未
然
防
止
と
そ
の
救
済

持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
に
向
け
た
消
費
者
と
事
業
者

と
の
連
携

ど
こ
に
住
ん
で
い
て
も
質
の
高
い
相
談
を
受
け
ら
れ
る

体
制
の
充
実

1 15.5% 減少 ○ ○ ○ ○ ○

2 96.3% 100% ○ ○

3 20.3% 50% ○ ○ ○ ○

4 65.1% 75% ○ ○ ○ ○

5 19,807人 21,000人 ○ ○ ○

6 48.1% 60% ○ ○ ○

7 11市町村 22市町村 ○ ○

8 71.7% 80% ○ ○

9 14.3% 25% ○ ○

10 100% 100% ○

11 97.6% 100% ○

※２　令和６年度に実施した「消費者教育等に関する意識調査」の調査結果

※３　消費者教育教材「社会への扉」等を活用した高等学校等の割合

※４　令和６年度の数値

※１　消費者ホットライン１８８，市町村消費生活相談窓口，県消費生活センター，大島消費生活相談所の
　　いずれかについて，名称だけでなく内容まで知っている者の割合

県民の50%以上が実施するエシカル消費に
つながる行動の割合

消費生活相談員の研修参加率

市町村担当職員の研修参加率

消費者安全確保地域協議会を設置している
市町村数

食品ロス問題を認知して削減に取り組む消費者の
割合

県及び市町村が実施する消費者教育（消費生活）
講座の受講者数

消費者教育への参加の経験がある県民の割合

消費者トラブルの際，誰かに相談した人の割合

過去１年間に消費者トラブルを経験した人の割合

消費者教育ポータルサイト等の教材を活用した
実践的な消費者教育を実施した高等学校等の割合

消費生活相談窓口の認知度

第４章　関連項目

現状
（Ｒ７年度）

目標
（Ｒ12年度）

番号 項　　  目

※２

※１ ※２

※２

※２

※２

※２

※３
※４

※４

※４

※４
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1 2 3 4 5 6
全
て
の
消
費
者
に
お
け
る
ラ
イ

フ
ス
テ
ー

ジ
に
応
じ
た
体
系

的
・
継
続
的
な
消
費
者
教
育
等

の
推
進

配
慮
を
要
す
る
消
費
者
に
係
る

消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
の
未
然
防
止

と
そ
の
救
済

消
費
者
の
安
全
及
び
自
主
的
か

つ
合
理
的
な
選
択
の
機
会
の
確

保 消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
の
未
然
防
止

と
そ
の
救
済

持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
に
向

け
た
消
費
者
と
事
業
者
と
の
連

携 ど
こ
に
住
ん
で
い
て
も
質
の
高

い
相
談
を
受
け
ら
れ
る
体
制
の

充
実

38市町村 全市町村 ○

42% 80% ○

208箇所
377箇所

（Ｒ11年度）
○

５箇所
20箇所

（Ｒ11年度）
○

- 90% ○

- 180件 ○

91.2% 100% ○

77.1% 90%以上 ○ ○

61.2%
70%以上

(Ｒ11年度)
○ ○ ○

894g/日 865g/日 ○

15.9% 22.1% ○

64.0%
100%

（Ｒ10年度）
○

※１　令和６年度の数値

※２　令和７年度アンケートの調査結果

※３　令和７年度の推計値

第４章　関連項目

３

別表２　関連計画の数値目標等

「第４次鹿児島県食の安心・安全推進基本計画」（令和８年３月策

定）

【計画所管課　農政部農政課かごしまの食輸出・ブランド戦略室】

①　食の安心・安全の確保に関する理解度

②　かごしまの農林水産物認証制度（新基準）の認証件数

番
号

現状
（Ｒ７年度）

目標
（Ｒ１２年度）

項　　  目

「鹿児島県環境教育等行動計画」（令和３年３月策定）

【計画所管課　地球温暖化対策室】

指導者の活用
　環境学習指導者人材バンク登録者の活動率

６

「鹿児島県教育振興基本計画」（令和６年２月策定）

【計画所管課　教育庁総務福利課】

消費者教育の充実
（外部の専門機関等と連携した消費者教育講座（出前授業）の実
施率（高等学校））

２

②　一般廃棄物リサイクル率

意識して県産農林水産物を購入する人の割合

「鹿児島県廃棄物処理計画」（令和８年３月策定）

【計画所管課　環境林務部廃棄物・リサイクル対策課】

①　一般廃棄物排出量（１人１日当たり）

学校給食における地場産物（重量ベース）の利用割合

５

③　食品表示法（品質事項）に基づく食品表示の適正表示率

４

「かごしまの“食”交流推進計画」（第５次）（令和８年３月策

定）

【計画所管課　農政部農政課かごしまの食輸出・ブランド戦略室】

１

「子どもの貧困解消対策計画」（令和７年３月策定）

【計画所管課　子ども福祉課】

①　子ども食堂の数

②　子ども食堂地域ネットワーク拠点の数

家庭・地域社会における環境教育等の充実
　こどもエコクラブ設置市町村数

※3

※3

※1

※1

※1

※1

※1

※2

※1

※1

※ 目標年度がＲ１２
年度でないものに
ついては括弧書き
で記載
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１ 鹿児島県民の消費生活の安定及び向上に関する条例 
昭和52年10月３日公布    
昭和52年鹿児島県条例第33号 

 
鹿児島県民の消費生活の安定及び向上に関する条例をここに公布する。 

鹿児島県民の消費生活の安定及び向上に関する条例 
目次 
第1章 総則(第1条―第6条の4) 
第2章 消費生活の安全等に関する施策 

第1節 安全の確保(第7条―第9条) 
第2節 規格，表示等の適正化(第10条―第13条) 
第3節 不当な取引行為の防止(第14条―第14条の3) 
第4節 啓発活動の推進等(第15条・第16条) 

第3章 生活関連商品に関する施策(第17条―第22条) 
第4章 消費者被害の救済に関する施策(第23条―第27条) 
第5章 消費生活における環境への配慮(第28条・第29条) 
第6章 鹿児島県生活安定審議会(第30条・第31条) 
第7章 雑則(第32条―第35条) 
附則 
 

第1章 総則 
 

(目的) 
第1条 この条例は，消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ，県民の消

費生活における利益の擁護及び増進に関し，消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を

定め，県，市町村及び事業者の責務等を明らかにするとともに，県の実施する施策について必要な事項を

定めることにより，県民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。 
 

(基本理念) 
第2条 県民の消費生活における利益の擁護及び増進に関する施策(以下「消費者施策」という。)を推進す

るに当たつては，県，市町村，事業者，事業者団体，消費者及び消費者団体の相互の理解と協力のもとに，

本県の自然的地理的条件並びに都市，農山漁村及び離島におけるそれぞれの地域の実情に即した施策が講

じられるとともに，県民の消費生活における基本的な需要が満たされ，その健全な生活環境が確保される

中で，次に掲げる消費者の権利を尊重すること並びに消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的か

つ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本としなければならない。 
(1) 消費生活において，消費者の安全が確保されること。 
(2) 消費生活において，商品又は役務(以下「商品等」という。)について消費者の自主的かつ合理的な

選択の機会が確保されること。 
(3) 消費生活において，消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供されること。 
(4) 消費者の意見が消費者施策に反映されること。 
(5) 消費生活において，消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されること。 

2 消費者の自立の支援に当たつては，消費者の安全の確保等に関して事業者による適正な事業活動の確保

が図られるとともに，消費者の年齢その他の特性に配慮されなければならない。 
3 消費者施策を推進するに当たつては，高度情報通信社会及び国際化の進展に的確に対応することに配慮

しなければならない。 
4 消費者施策を推進するに当たつては，環境の保全に配慮しなければならない。 

 
(県の責務等) 

第3条 県は，前条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのつとり，経済社会の変
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動に即応して，消費者施策を講ずるとともに，これを推進する責務を有する。 
 

第4条 市町村は，第2条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのつとり，当該地域

の実情に即した消費者施策を講ずるとともに，これを推進するよう努めなければならない。 
 

(事業者の責務等) 
第5条 事業者は，第2条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にかんがみ，その供給

する商品等について，次に掲げる責務を有する。 
(1) 消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。 
(2) 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。 
(3) 消費者との取引に際して，消費者の知識，経験及び財産の状況等に配慮すること。 
(4) 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め，当該苦情

を適切に処理すること。 
(5) 県又は市町村が実施する消費者施策に協力すること。 

2 事業者は，その供給する商品等について品質等を向上させ，その事業活動に関し自らが遵守すべき基準

を作成すること等により消費者の信頼を確保するよう努めなければならない。 
 

第5条の2 事業者団体は，事業者の自主的な取組を尊重しつつ，事業者と消費者との間に生じた苦情(以下

「消費者苦情」という。)の処理の体制の整備，事業者自らがその事業活動に関し遵守すべき基準の作成の

支援その他の消費者の信頼を確保するための自主的な活動に努めるものとする。 
 

(消費者の自主性等) 
第6条 消費者は，自ら進んで，その消費生活に関して，必要な知識を修得し，及び必要な情報を収集する

等自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならない。 
2 消費者は，消費生活に関し，知的財産権等の適正な保護に配慮するよう努めなければならない。 

 
第6条の2 消費者団体は，消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明，消費者に対する啓発及

び教育，消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費者の消費生活の安定及び向上を図るため

の健全かつ自主的な活動に努めるものとする。 
 

(知事への申出) 
第6条の3 県民は，この条例の定めに違反する事業者の事業活動により，又はこの条例に基づく措置がとら

れていないことにより，第2条第1項各号に掲げる消費者の権利が不当に侵され，又はそのおそれがあると

認めるときは，知事に対し，その旨を申し出て，必要な措置をとるべきことを求めることができる。 
2 知事は，前項の規定による申出があつたときは，必要な調査を行い，その申出の内容が事実であると認

めるときは，この条例に基づく措置その他適切な措置をとるものとする。 
 

(消費者基本計画) 
第6条の4 知事は，消費者施策の計画的な推進を図るため，消費者施策の推進に関する基本的な計画(以下

「消費者基本計画」という。)を定めなければならない。 
2 消費者基本計画は，次に掲げる事項について定めるものとする。 
(1) 長期的に講ずべき消費者施策の大綱 
(2) 前号に掲げるもののほか，消費者施策の計画的な推進を図るために必要な事項 

3 知事は，消費者基本計画を策定しようとするときは，あらかじめ，鹿児島県生活安定審議会の意見を聴

かなければならない。 
4 知事は，消費者基本計画を策定したときは，速やかに，これを公表しなければならない。 
5 前2項の規定は，消費者基本計画の変更について準用する。 
 

第2章 消費生活の安全等に関する施策 
第1節 安全の確保 
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(安全の確保) 
第7条 事業者は，消費者の安全を害するおそれがある商品等を供給してはならない。 

 
(安全の確保に関する調査) 

第8条 知事は，事業者が消費者に供給する商品等について，安全を害するおそれがあると認めるときは，

速やかに，必要な調査を行うものとする。 
2 知事は，前項の調査を行うに当たり，必要があると認めるときは，当該事業者に対し，必要な資料の提

出又は説明を求めることができる。 
 

(安全確保勧告) 
第9条 知事は，事業者が消費者に供給する商品等が消費者の安全を害するおそれがあると認めるときは，

消費者の安全を確保するため，当該事業者に対し，当該商品等の供給の中止，回収その他必要な措置をと

るべきことを勧告するとともに，速やかに，その旨を消費者に周知させるものとする。 
2 知事は，前項の規定による勧告をした場合において，当該勧告を受けた事業者に対し，当該勧告に基づ

いてとつた措置及びその結果について，報告を求めることができる。 
 

第2節 規格，表示等の適正化 
 

(規格，表示等の適正化) 
第10条 事業者は，その供給する商品等について，次に掲げる事項を推進するよう努めるものとする。 
(1) 品質の向上及び消費生活の合理化に寄与するよう適正な規格によること。 
(2) 消費者が選択又は使用を誤ることがないよう価格，原材料，量目，製造年月日，消費期限，賞味期

限，保存方法，原産地等を適正に表示すること。 
(3) 消費者が不利益を被ることがないよう適正な計量をすること。 
(4) 消費者が誤認し，又はその負担が著しく増大することのないよう過大又は過剰な包装をしないこと。 
(5) 消費者への供給後における修理，交換等のアフターサービスの向上を図ること。 
(6) 消費者が選択を誤るおそれのないよう広告に当たつては，その表現に留意し，適正な情報を提供す

ること。 
 

(自主基準の設定) 
第11条 事業者団体は，商品等について，消費者が適切かつ容易に選択し，又は安全に使用し，若しくは利

用することができるようにするため，商品等の規格，表示，包装等の適正化に関し，事業者の遵守すべき

基準(以下「自主基準」という。)を定めるよう努めなければならない。 
2 事業者団体は，自主基準を定めたときは，速やかに，当該自主基準を知事に届け出なければならない。

これを変更し，又は廃止したときも，同様とする。 
3 知事は，事業者団体に対し，自主基準の設定及び変更について，必要な指導又は助言を行うことができ

る。 
 

(県の基準の設定) 
第12条 知事は，事業者が供給する商品等の規格，表示，包装等の適正化に関し特に必要があると認めると

きは，当該商品等の規格，表示，包装等の基準(以下「県の基準」という。)を定めることができる。 
2 知事は，県の基準を定めようとするときは，あらかじめ，鹿児島県生活安定審議会の意見を聴かなけれ

ばならない。これを変更し，又は廃止しようとするときも，同様とする。 
3 知事は，県の基準を定めたときは，速やかに，これを告示しなければならない。これを変更し，又は廃

止したときも，同様とする。 
 
(県の基準の遵守義務) 

第13条 事業者は，県の基準が定められたときは，これを遵守しなければならない。 
2 知事は，事業者が県の基準を遵守していないと認めるときは，当該事業者に対し，これを遵守するよう

勧告することができる。 
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第3節 不当な取引行為の防止 
 

(不当な取引行為の禁止) 
第14条 事業者は，商品等の取引に関し，次の各号のいずれかに該当する行為として規則で定めるもの(以

下「不当な取引行為」という。)を行つてはならない。 
(1) 消費者に対し，販売の意図を隠して接近し，商品等に関する重要な情報を故意に提供せず，若しく

は商品等に関する誤認を招く情報を提供し，消費者を威迫し，若しくは心理的不安に陥れる等不当な方

法を用いて，契約の締結を勧誘し，又は契約を締結させる行為 
(2) 消費者に著しい不利益をもたらす不当な内容の契約を締結させる行為 
(3) 消費者を欺き，威迫する等不当な方法を用いて契約(契約の成立又はその内容について当事者間で争

いのあるものを含む。)に基づく債務の履行を迫り，又は契約に基づく債務の履行を不当に拒否し，若し

くは不当に遅延させる行為 
(4) 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回若しくは契約の解除若しくは取消しの申出を妨げ

て契約の成立若しくは存続を強要し，又は契約の申込みの撤回若しくは契約の解除若しくは取消しによ

つて生ずる債務若しくは契約が無効であることに基づく債務の履行を不当に拒否し，若しくは不当に遅

延させる行為 
 

(不当な取引行為の調査) 
第14条の2 知事は，事業者が不当な取引行為を行つている疑いがあると認めるときは，速やかに，必要な

調査を行うものとする。 
2 知事は，前項の調査を行うに当たり，必要があると認めるときは，当該事業者に対し，必要な資料の提

出又は説明を求めることができる。 
 

(不当な取引行為の是正勧告) 
第14条の3 知事は，事業者の不当な取引行為による被害の発生又は拡大を防止するため必要があると認め

るときは，当該事業者に対し，当該不当な取引行為を是正するよう勧告するとともに，速やかに，当該不

当な取引行為に関する情報を消費者に提供するものとする。 
 

第4節 啓発活動の推進等 
 

(啓発活動及び教育の推進等) 
第15条 知事は，消費者の自立を支援するため，消費生活に関する知識の普及及び情報の提供等消費者に対

する啓発活動を推進するとともに，消費者が生涯にわたつて消費生活について学習する機会があまねく求

められている状況にかんがみ，学校，地域，家庭，職域その他の様々な場を通じて消費生活に関する教育

を充実する等必要な施策を講ずるものとする。 
2 市町村は，当該地域の実情に即した啓発活動の推進及び教育の充実等の施策を講ずるよう努めなければ

ならない。 
3 知事は，県民の消費生活の安定及び向上を図るため，消費者団体の健全かつ自主的な活動が促進される

よう努めるものとする。 
 

(試験，検査等の実施) 
第16条 知事は，商品の試験，検査等を行うとともに，必要に応じて，その結果に関する情報を県民に提供

するものとする。 
 

第3章 生活関連商品に関する施策 
 

(情報の収集及び提供等) 
第17条 知事は，県民の消費生活との関連性が高い商品(以下「生活関連商品」という。)の需給の状況及び

価格の動向に関する情報を収集するとともに，必要な情報を県民に提供するものとする。 
2 事業者は，前項の規定による情報の収集に協力しなければならない。 

78



(生活関連商品の供給等の協力要請) 
第18条 知事は，生活関連商品の価格の安定及び流通の円滑化を図るため必要があると認めるときは，事業

者に対し，当該生活関連商品の円滑な供給その他必要な措置をとるよう協力を求めることができる。 
 
(緊急措置を要する商品の指定) 

第19条 知事は，生活関連商品の需給の状況又は価格の動向が消費生活に著しい影響を及ぼし，又は及ぼす

おそれがある場合において必要があると認めるときは，当該生活関連商品を緊急措置を要する商品として

指定することができる。 
2 知事は，前項に規定する事態が消滅したと認めるときは，同項の規定による指定を解除するものとする。 
3 知事は，第1項の規定による指定をし，又は前項の規定による指定の解除をしたときは，その旨を告示し

なければならない。 
 
(指定商品の調査) 

第20条 知事は，前条第1項の規定により指定した生活関連商品(以下「指定商品」という。)の需給の状況

及び価格の動向について，必要な調査を行うものとする。 
 
(指定商品の売渡し勧告) 

第21条 知事は，事業者が買占め又は売惜しみにより指定商品を多量に保有していると認めるときは，当該

事業者に対し，売渡しをすべき期限を定めて，当該指定商品を売り渡すよう勧告することができる。 
 
(指定商品の価格の引下げ勧告) 

第22条 知事は，事業者が指定商品を著しく不当な価格で販売していると認めるときは，当該事業者に対し，

その価格を速やかに引き下げるよう勧告することができる。 
 

第4章 消費者被害の救済に関する施策 
 

第23条 削除 
 

(苦情処理及び紛争解決の促進等) 
第24条 市町村は，消費者苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため，苦情の

処理のあつせん等に努めなければならない。 
2 知事は，市町村との連携を図りつつ，消費者苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるよ

うにするため，苦情の処理のあつせん等を行うものとする。この場合において，知事は，主として高度の

専門性又は広域の見地への配慮を必要とする苦情の処理のあつせん等を行うものとするとともに，多様な

苦情に柔軟かつ弾力的に対応するよう努めなければならない。 
3 知事は，消費者苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため，人材の確保及

び資質の向上その他の必要な施策(前項に規定するものを除く。)を講ずるよう努めなければならない。 
4 知事は，商品等に関し事業者と消費者との間に生じた紛争が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に解決

されるようにするために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 
 

第25条 知事は，消費者苦情の処理の申出があつたときは，速やかに，その内容を調査し，当該消費者苦情

を解決するため，あつせんその他の措置を講ずるものとする。 
2 知事は，前項の規定による調査のため必要があると認めるときは，当該消費者苦情に係る事業者その他

の関係者に対し，必要な資料の提出又は説明を求めることができる。 
3 知事は，第1項の規定によるあつせんその他の措置によつて解決することができなかつた消費者苦情につ

いては，これを鹿児島県生活安定審議会の調停に付することができる。 
 

(訴訟の援助) 
第26条 知事は，事業者の供給する商品等によつて被害を受けた消費者がその事業者を相手とする訴訟(民

事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条に規定する和解及び民事調停法(昭和26年法律第222号)による調
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停を含む。以下同じ。)を提起しようとする場合において，当該訴訟が次の各号に掲げる要件のいずれをも

満たすときは，当該消費者に対し，規則で定めるところにより当該訴訟に要する資金の貸付けを行うほか，

訴訟活動に必要な援助を行うことができる。 
(1) 鹿児島県生活安定審議会の調停によつて解決されなかつた消費者苦情に係るもので，鹿児島県生活

安定審議会が援助を適当であると認めたものであること。 
(2) 同一又は同種の被害が多数発生し，又は発生するおそれのある商品等に係るものであること。 
(3) 一件当たりの被害額が規則で定める額以下の被害に係るものであること。 

 
(貸付金の返還等) 

第27条 前条の規定により訴訟に要する資金の貸付けを受けた者は，当該訴訟が終了したときは，規則で定

めるところにより，当該貸付けに係る資金を返還しなければならない。 
2 知事は，前項の規定にかかわらず，特に必要があると認めるときは，規則で定めるところにより，当該

貸付けに係る資金の全部又は一部の返還を猶予し，又は免除することができる。 
 

第5章 消費生活における環境への配慮 
 

第28条 知事は，環境に配慮した消費生活を推進するため，資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用

に関する知識の普及，情報の提供その他必要な施策を講ずるものとする。 
2 事業者は，商品等の供給を行うに当たつては，環境に配慮し，資源の循環的な利用及びエネルギーの有

効利用に努めるものとする。 
3 消費者は，商品等の選択，使用，処分等を行うに当たつては，環境に配慮し，資源の循環的な利用及び

エネルギーの有効利用に努めるものとする。 
 

第29条 削除 
 

第6章 鹿児島県生活安定審議会 
 

(鹿児島県生活安定審議会) 
第30条 知事の諮問に応じ，消費生活の安定及び向上に関する重要な事項を調査審議し，並びに消費者苦情

の調停を行い，及び消費者が事業者を相手に提起する訴訟の援助に関する事項を調査審議するため，鹿児

島県生活安定審議会(以下「審議会」という。)を置く。 
2 審議会は，委員22人以内で組織し，委員は，次の各号に掲げる者のうちから知事が委嘱する。 
(1) 消費者を代表する者 
(2) 事業者を代表する者 
(3) 学識経験のある者 
(4) 関係行政機関の職員 

3 委員の任期は，2年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 
4 委員は，再任されることができる。 
5 審議会は，消費者苦情の調停を行い，及び消費者が事業者を相手に提起する訴訟の援助に関する事項を

調査審議するため，消費者苦情処理部会を置くことができる。 
6 前4項に定めるもののほか，審議会の組織及び運営に関し必要な事項は，規則で定める。 

 
(資料の提出等の要求) 

第31条 審議会は，消費者苦情の調停を行い，及び消費者が事業者を相手に提起する訴訟の援助に関する事

項を調査審議するため必要があると認めるときは，当該消費者苦情に係る事業者その他の関係者に対し，

必要な資料の提出又は説明を求めることができる。 
 

第7章 雑則 
 

(立入調査等) 
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第32条 知事は，第9条第1項，第14条の3，第21条及び第22条の規定の施行に必要な限度において，事業者

に対し，その業務に関し報告を求め，又はその職員に当該事業者の営業所，事務所，工場，倉庫その他の

事業場に立ち入り，帳簿，書類その他の物件を調査させ，若しくは関係者に質問させることができる。 
2 前項の規定により，職員が立入調査又は質問をする場合には，その身分を示す証明書を携帯し，関係者

の請求があつたときは，これを提示しなければならない。 
3 第1項の規定による立入調査及び質問の権限は，犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 
(公表) 

第33条 知事は，事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には，当該事業者の氏名又は名称，住所及び

その行為の内容その他必要な事項について公表することができる。 
(1) 第8条第2項，第14条の2第2項，第25条第2項又は第31条の規定による資料の提出若しくは説明をせ

ず，又は虚偽の資料の提出若しくは説明をしたとき。 
(2) 第9条第1項，第13条第2項，第14条の3，第21条又は第22条の規定による勧告に従わなかつたとき。 
(3) 前条第1項の規定による報告をせず，若しくは虚偽の報告をし，又は同項の規定による調査を拒み，

妨げ，若しくは質問に対して答弁をせず，若しくは虚偽の答弁をしたとき。 
2 知事は，前項の規定による公表をしようとするときは，あらかじめ当該事業者に対して，意見を述べる

機会を与えなければならない。 
 

(国等への要請) 
第34条 知事は，この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは，国及び関係地方公共団体並び

に県外の事業者に対し，適切な措置をとるよう要請し，又は協力を求めるものとする。 
 
(規則への委任) 

第35条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 
 

附 則 
(施行期日) 

1 この条例は，公布の日から施行する。 
(鹿児島県民の生活安定のための緊急対策に関する条例の廃止) 

2 鹿児島県民の生活安定のための緊急対策に関する条例(昭和49年鹿児島県条例第22号)は，廃止する。 
 

附 則(昭和61年3月28日条例第10号) 
この条例は，昭和61年4月1日から施行する。 
 

附 則(平成13年3月27日条例第9号) 
この条例は，平成13年10月1日から施行する。 
 

附 則(平成17年3月29日条例第19号) 
この条例は，平成17年4月1日から施行する。 
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２ 鹿児島県消費者行政推進本部設置要綱 
 

（設置） 
第１条 消費者行政の総合調整及びその一体的な推進を図り，もって県民の安全で
豊かな消費生活の確保に資するため，鹿児島県消費者行政推進本部（以下「本
部」という。）を設置する。 

（所掌事務） 
第２条 本部は，次の各号に掲げる事務を行う。 

⑴ 県民に重大な影響を与える消費者問題に関する情報交換に関すること。 
⑵ 消費者行政に関する重要な事項に関すること。 
⑶ その他消費者行政の推進について必要な事項の協議に関すること。 

（組織） 
第３条 本部は，本部長，副本部長及び本部員をもって組織する。 
２ 本部長は，男女共同参画局に関する事務を担任する副知事の職にある者をもっ
て充てる。 

３ 副本部長は，前項に規定する副知事以外の副知事の職にある者をもって充てる。 
４ 本部員は，別表第１本部員の項に掲げる職にある者をもって充てる。 

 （本部長及び副本部長の職務） 
第４条 本部長は，本部の事務を総理する。 
２ 副本部長は，本部長を補佐し，本部長に事故があるときはその職務を代理する。 

 （会議） 
第５条 本部の会議（以下「会議」という。）は，本部長が必要に応じて招集する。 
２ 本部長は，会議の議長となり，議事を整理する。 
３ 本部長は，必要と認めるときは，関係職員に会議への出席を求めることができ
る。 

 （幹事会） 
第６条 本部の事務を補助するため，本部に幹事会を置く。 
２ 幹事会は，幹事長，副幹事長及び幹事で構成し，それぞれ別表第２に掲げる職
にある者をもって充てる。 

３  副幹事長は，幹事長を補佐し，幹事長に事故があるときは，その職務を代理す
る。 

４ 幹事会の会議は，必要に応じて幹事長が招集する。 
５ 幹事長は幹事会の会議の議長となり，議事を整理する。 
６ 幹事長は，必要と認めるときは，幹事以外の者を幹事会の会議に出席させるこ
とができる。 

（庶務） 
第７条 本部の庶務は，男女共同参画局消費者行政推進室において処理する。 

（雑則） 
第８条 この要綱に定めるもののほか，本部の運営に関し必要な事項は，本部長が
別に定める。 

附 則 
 この要綱は，平成22年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は，平成29年４月１日から施行する。 
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附 則 
 この要綱は，平成30年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は，平成31年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は，令和４年４月１日から施行する。 

   附 則 
 この要綱は，令和６年４月１日から施行する。 
 
 
別表第１（第３条関係） 

区 分 職  名 
本部長 副知事（男女共同参画局担任） 

副本部長 副知事 
本部員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総務部長 
男女共同参画局長 
総合政策部長 
観光・文化スポーツ部長 
環境林務部長 
保健福祉部長 
子ども政策局長 
商工労働水産部長 
農政部長 
土木部長 
危機管理防災局長 
会計管理者 
教育長 
警察本部長 

 
別表第２（第６条関係） 

区 分 職  名 
幹事長 男女共同参画局次長 
副幹事長 男女共同参画局 消費者行政推進室長 
幹事 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総務部 人事課長 
男女共同参画局 青少年男女共同参画課長 
総合政策部 総合政策課長 
観光・文化スポーツ部 ＰＲ観光課長 
環境林務部 環境林務課長 
保健福祉部 保健医療福祉課長 
子ども政策局 子ども政策課長 
商工労働水産部 商工政策課長 
農政部 農政課長 
土木部  監理課長 
危機管理防災局 危機管理課長 
出納局 会計課長 
教育庁 総務福利課長 
警察本部 生活安全部 生活環境課長 
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３ 消費者基本計画における取組の担当課一覧（令和８年３月１日） 

部局等名 課・室名 係名 電話番号 

 総 務 部 学事法制課  私立学校係  099-286-2146 

男女共同参画局 
  
 
 
 
 
 

青少年男女共同参画課  青少年育成係 〃 -286-2557 

消費者行政推進室  消費者行政推進係 〃 -286-2521  

 事業者指導係  〃 -286-2530  

 消費生活センター   〃 -224-0999  

 大島消費生活相談所   0997-52-0999  

 くらし共生協働課  多文化共生推進班 
くらし安全係 

 099-286-2546 
 〃 -286-2523  

 総合政策部  デジタル推進課 情報化推進係  〃 -286-2389  

 観光・文化スポー
ツ部 

 PR観光課 
 

 海外誘致係  〃 -286-2997 

観光地づくり係 〃 -286-3005  

 環境林務部  
 
 

 地球温暖化対策室  地球温暖化対策係  〃 -286-2586  

 廃棄物・リサイクル対策課  リサイクル推進係  〃 -286-2594  

 森林経営課  特用林産係  〃 -286-3364  

 保健福祉部  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 社会福祉課  地域福祉支援係  〃 -286-2841  

 健康増進課  健康増進・歯科栄養係  〃 -286-2717  

 
 障害福祉課 

 自立支援係  〃 -286-2753  

精神保健福祉係 〃 -286-2754  

 
 高齢者生き生き推進課 
 

 生きがい推進係  〃 -286-2568 

 認知症・生活支援係  〃 -286-2694 

 地域包括ケア推進係   〃 -286-2694  

 
 生活衛生課 
 

 温泉営業係  〃 -286-2784  

 食品衛生係  〃 -286-2786  

 乳肉衛生係  〃 -286-2786  

薬務課  麻薬係  〃 -286-2804  

 薬務係  〃 -286-2806  

 子ども政策局  子育て支援課 認可・指導係 
母子保健係 

〃 -286-2553 
〃 -286-2775 

 子ども福祉課 子ども支援係 〃 -286-2766 

 商工労働水産部 
 
 

エネルギー対策課  エネルギー高度化係 〃 -286-2417 

 水産振興課  栽培養殖係 
水産流通対策係 

 〃 -286-3433 
 〃 -286-3435  

 計量検定所  総務検査課  〃 -269-5161  

 農  政  部    
 
 
 
 
 

 かごしまの食輸出・ブランド
戦略室 

食の安全推進係   〃 -286-3177 

 6次産業化支援係  〃 -286-3194 

 経営技術課 生産環境係   〃 -286-2891 

農産園芸課  管理係  〃 -286-3195 

畜産振興課  企画経営係  〃 -286-3216  

耕畜連携飼料対策係 〃 -286-3295  

 土  木  部    
 

 建築課  管理係  〃 -286-3704  

 住宅政策室  住宅企画係  〃 -286-3738  

 盛土対策室  盛土計画係  〃 -286-3268 

 危機管理防災局  
 

 危機管理課  危機管理係   〃 -286-2256 

 消防保安課  保安係  〃 -286-2262  

 教  育  庁  
 
   
 
 
 
 

 教育DX推進室  教育デジタル推進係  〃 -286-5588 

義務教育課 
  

企画調査係  〃 -286-5298 

 義務教育係  〃 -286-5300  

 特別支援教育課  特別支援学校係  〃 -286-5296 

高校教育課  高校教育係  〃 -286-5291  

産業教育係 〃 -286-5294  

 保健体育課  健康教育係   〃 -286-5316 

社会教育課  生涯学習係  〃 -286-5336  

社会教育係 〃 -286-5339  

 警 察 本 部   
 

生活安全企画課 特殊詐欺抑止対策係  〃 -206-0110  
 人身安全・少年課 企画係 

生活環境課 企画指導係 
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４　消費生活相談窓口一覧（令和８年３月１日）

■消費者ホットライン

局番なし188いやや！泣き寝入り！

■訪日観光客消費者ホットライン（０３-５４４９-０９０６）

■国民生活センター越境消費者センター

■市町村

消費生活センター

市町村名 担当課名 電話番号 市町村名 担当課名 電話番号

鹿 児 島 市 消 費 生 活 セ ン タ ー (099)808-7500 曽 於 市 消 費 生 活 セ ン タ ー (0986)76-8823

鹿 屋 市 消 費 生 活 セ ン タ ー (0994)31-1169 霧 島 市 消 費 生 活 セ ン タ ー (0995)64-0964

枕 崎 市 消 費 生 活 セ ン タ ー (0993)72-1111
い ち き
串 木 野 市

消 費 生 活 セ ン タ ー (0996)33-5638

阿 久 根 市 消 費 生 活 セ ン タ ー (0996)73-1278 南さつま市 消 費 生 活 セ ン タ ー (0993)76-1640

出 水 市 消 費 生 活 セ ン タ ー (0996)63-6203 志 布 志 市 消 費 生 活 セ ン タ ー (099)472-1192

指 宿 市 消 費 生 活 セ ン タ ー (0993)22-2334 奄 美 市 消 費 生 活 セ ン タ ー (0997)52-1111

西 之 表 市 消 費 生 活 セ ン タ ー (0997)22-1111 南 九 州 市 消 費 生 活 セ ン タ ー (0993)83-2511

垂 水 市 消 費 生 活 セ ン タ ー (0994)32-0581 伊 佐 市 消 費 生 活 セ ン タ ー (0995)23-1336

薩摩川内市 消 費 生 活 セ ン タ ー (0996)23-0808 姶 良 市 消 費 生 活 セ ン タ ー (0995)66-3165

日 置 市 消 費 生 活 セ ン タ ー (099)273-2172

消費生活相談窓口

市町村名 担当課名 電話番号 市町村名 担当課名 電話番号

三 島 村 経 済 課 (099)222-3141 屋 久 島 町
産 業 振 興 課
産 業 振 興 係

(0997)43-5900

十 島 村 地域振興課産業振興室 (099)222-2101 大 和 村 住 民 税 務 課 (0997)57-2111

さ つ ま 町
さ つ ま PR 課
商 工 観 光 係

(0996)53-1111 宇 検 村 企 画 観 光 課 (0997)67-2211

長 島 町 水産景観課商工観光係 (0996)86-1137 瀬 戸 内 町
商 工 交 通 課
商 工 交 通 係

(0997)72-0640

湧 水 町
商 工 観 光 PR 課
商 工 観 光 係

(0995)74-3111 龍 郷 町
町 民 税 務 課
町 民 係

(0997)62-3111

大 崎 町 商工観光課商工振興係 (099)476-1111 喜 界 町
住 民 課
生 活 環 境 係

(0997)65-3687

東 串 良 町 企 画 課 商 工 振 興 係 (0994)63-3122 徳 之 島 町 企 画 課 統 計 係 (0997)82-1112

錦 江 町 産業振興課経済チーム (0994)22-3034 天 城 町
企 画 財 政 課
企 画 ・ 統 計 係

(0997)85-517８

南 大 隅 町
企 画 観 光 課
農 商 工 連 携 係

(0994)24-3115 伊 仙 町
未 来 創 生 課
消 費 者 行 政 係

(0997)86-3112

肝 付 町
林 務 水 産 商 工 課
商 工 観 光 係

(0994)67-2116 和 泊 町 企画課消費者行政係 (0997)84-3512

中 種 子 町 企 画 課 商 工 観 光 係 (0997)27-1111 知 名 町
企 画 振 興 課
消 費 者 行 政 係

(0997)84-3162

南 種 子 町
企 画 課
観 光 ま ち づ く り 係

(0997)26-1111 与 論 町
商 工 観 光 課
消 費 者 行 政 係

(0997)97-4902

■県

電話番号 電話番号

(099)224-0999 (0997)52-0999

　国民生活センター越境消費者センターは，海外の事業者との間での取引でトラブルにあった
消費者のための相談窓口です。詳細は国民生活センター越境消費者センターのホームページを
ご覧ください。右の二次元コードからアクセスできます。

　消費者ホットラインは，消費者トラブル等について相談したいときに，全国共通の電話番号
188番にかけると身近な消費生活相談窓口（市町村や県など）に接続されるシステムです。

　訪日観光客消費者ホットラインは，訪日外国人等が，日本滞在中に消費者トラブルにあった場合に相
談できる電話相談窓口です。対応言語は，英語，中国語，韓国語，タイ語，ベトナム語，フランス語，
日本語です。

鹿児島県消費生活センター 大島消費生活相談所

名　称 名　称

消費者庁 消費者ホットライン１８８

イメージキャラクター イヤヤン

85



５ 県消費生活センター・大島消費生活相談所地図 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 所 在 地 
 
 
 
 利用時間 
 
 
 休 業 日 

 
〒892-0838 鹿児島市新屋敷町16番203号 
県住宅供給公社ビル２階 
電 話 
FAX 

099-224-0999 
099-224-4997 

月～金 
 土 

9:00～17:00 
10:00～16:00 

（来所での相談を希望される方は，事前に御連絡ください。） 
日，祝日，年末年始 
 

 

 
 

  
所 在 地 

 
 利用時間 
 休 業 日 

 
〒894-8505 奄美市名瀬永田町17番3号 
電話 0997-52-0999 
月～金 9:00～1７:０0 
土，日，祝日，年末年始 

  鹿児島県消費生活センター 

  大島消費生活相談所 
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第 5 期鹿児島県消費者基本計画 

 
令和 8 年３月策定 

鹿児島県 男女共同参画局 消費者行政推進室 

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町 10-1 
TEL 099-286-2521 FAX 099-286-5524 

 


